
グ
プ
ダ
朝
（
西
紀
四
…
八
世
緯
）
印
震
社
会
の
～
考
察
（
中
）
（
佐
曲
藤
）

五
八

グ
プ
タ
朝
（
西
紀
四
一
入
世
紀
）
印
度
社
会
の
一
考
察
（
中
）

佐
　
藤

土土

四

郎

　
　
内
容
　
鰭
自
制
隣
～
一
、
史
料
∵
一
二
、
グ
プ
タ
朝
の
地
方
伸
算
盤
m
田
無
憐
族
長
　
　

－
鋤
」
家
耳
ハ
（
ζ
巴
ご
三
）
凶
箒
）
と
晶
隷
離
洲
［
氏
1
．
（
以
上
太
ム
ツ
）
1
㈲
氏
族
（
m
．
v
片
雪
）

　
　
（
・
謬
§
ε
図
郡
長
（
論
ぎ
皆
冨
ε
三
、
村
落
構
成
員
と
そ
の
性
　
　
と
支
軸
（
押
三
・
）
一
結
論
。

　
　
格
ω
持
分
（
ご
薪
鱈
）
特
受
（
び
護
p
）
一
（
以
上
第
三
＋
四
巻
四
号
）

鑑
欝
欝
．
欝
欝
鍵
甕
諜
無
難
唯
纏
欝
鯖
黙
認
へ

㎝
彗
．
留
僻
、
、
、
、
一
、
、
の
成
員
で
あ
っ
〆
L
、
村
内
の
叢
に
持
盆
・
．
．
藁
．
・
．
を
も
つ
。
豪
村
内
の
各
処
雰
散
し
た
蟻
集
団
雰
属
し
た
多
く
の
悪
地

嚇
℃
ρ
二
鶴
よ
り
成
一
り
、
六
頭
の
牛
・
に
牽
か
れ
る
箪
一
対
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
得
る
広
さ
で
あ
り
、
之
に
は
園
地
．
宅
地
．
家
屋
が
附
画
し
て
お
り
、
農
民
の
家

藻
該
器
欝
欝
麓
が
麟
航
ズ
纏
難
戦
凝
魏
舗
縫
饗
酵
嘱
黙
海
買
繋
縫
縫

W
の
形
で
耕
作
し
た
よ
う
で
あ
る
。
聖
教
の
隷
属
民
の
確
保
と
朝
家
地
の
耕
作
を
め
ぐ
っ
て
、
王
と
村
落
共
同
体
の
対
立
が
あ
り
、
地
層
畳
族
の
成
長
が
見
ら

w
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
咽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
れ
は
即
ち
同
（
虞
毎
5
げ
誇
μ
（
家
長
）
及
び
同
畠
＝
陸
9

　
　
　
（
2
）
蒙
長
（
犀
唇
彰
び
ε
と
隷
属
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
工
業
者
）
な
ど
で
あ
っ
て
、
グ
プ
タ
時
代
の
O
窪
客
自
評
巴
雲
ド
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

次
に
、
之
等
の
税
賦
を
負
担
せ
る
直
接
生
産
者
に
つ
い
て
考
え
ね
　
　
　
誇
舘
♂
、
導
竃
崔
の
丈
書
に
、
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「
汝
等
↑
↓
（
属
§
き
向
⇒
及
び
閃
留
肖
ぎ
ぴ
）
は
償
例
の
三
智
σ
q
2

　
固
）
ぴ
O
σ
q
2
】
欝
養
（
中
略
）
を
差
冠
し
、
　
〔
被
譲
与
者
の
〕
命
令
を

聞
く
に
簾
な
る
べ
と
要
事
コ
宇
声
鉾

と
あ
り
（
数
十
通
の
グ
プ
タ
交
書
は
殆
ん
ど
嗣
じ
）
、
　
ま
た
同
じ
く

ω
〔
葺
四
二
費
㌻
σ
q
【
も
欝
の
名
で
発
せ
ら
れ
，
た
文
書
に
は
、

　
「
村
々
の
、
納
税
の
義
務
あ
る
（
ぞ
藁
藁
δ
貯
骨
舘
μ
玄
詳
岸
留
ム
奪

等
は
…
至
」
輩
b
。
ゆ
殉
．

と
あ
る
こ
と
よ
り
明
か
で
あ
る
。
ま
つ
劉
菅
富
戸
玄
⇒
（
家
長
）
に
つ

い
て
考
察
し
、
し
か
る
後
に
野
留
山
涛
匿
（
手
工
業
者
）
そ
の
他
に
及

び
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
A
貯
曇
彰
三
⇔
（
家
長
）

　
　
　
　
（

ゴ
嘗
彰
σ
ぎ
と
は
ぎ
ワ
匿
9
（
下
尾
）
の
長
、
即
ち
「
家
長
」
を

意
味
す
る
語
で
あ
る
。
ソ
、
営
・
（
郵
○
◎
O
）
に
、

　
「
賢
者
、
祖
先
の
霊
、
神
、
玄
憲
露
、
外
来
者
は
、
”
碁
毎
凱
）
貯
（
家

　
長
）
に
〔
犠
牲
と
供
物
を
〕
求
め
る
。
よ
っ
て
〔
法
を
〕
知
れ
る

　
彼
は
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
家
長
の
義
務
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
五
大
供
犠

（
ぎ
厳
6
】
婆
－
讐
【
き
甲
団
〔
こ
黛
ご
9
ゴ
ビ
慈
Ψ
O
『
躇
．
参
照
）
の
こ
と
を
記
し

　
　
　
　
グ
プ
タ
翻
…
（
頭
総
闘
－
i
八
世
紀
）
印
匿
桂
会
の
一
考
鰍
隅
（
串
）
（
佐
藤
）

た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
君
§
旨
ぎ
が
籏
長
を
意
味
す
る
こ
と
を
示
す

一
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
貯
膏
∋
旨
ジ
と
い
・
つ
語
は
必
ず
し
も
σ
q
ニ
ー

ぎ
。
。
夢
p
即
ち
・
婆
羅
門
の
家
長
の
み
を
叢
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の

種
姓
の
家
畏
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
ジ
、
営
図
§
μ
p
嘗
（
．
蓼
①
H
）
に
、

　
「
こ
こ
に
於
て
、
　
一
人
の
村
の
長
が
、
隷
僕
α
）
ξ
富
薯
○
、
親
族

　
（
一
）
〔
三
。
欝
毒
ぎ
）
と
共
に
、
そ
こ
に
い
る
〔
村
〕
が
、
婆
羅
門
叉

　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
は
他
の
種
姓
（
諺
く
斧
く
茸
崇
二
に
よ
っ
て
元
受
せ
ら
る
べ
き
村
と

　
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
ぎ
惹
霧
と
い
う
べ
き
で
あ
る
云
な
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
む

　
「
写
菅
鮮
ド
と
は
、
　
一
人
の
渥
序
章
昌
玄
⇒
（
家
厳
）
を
伴
え
る
も
の

　
な
る
“
へ
し
云
た
」

　
　
　
σ

と
あ
っ
て
、
犀
幕
凶
ぎ
と
呼
ば
れ
る
小
村
に
は
、
　
一
人
の
閃
蕊
慈
φ
σ
営

（
家
長
）
が
村
長
と
し
て
住
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
婆
羅
門
又

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　

は
他
の
種
姓
」
の
轟
身
で
あ
る
、
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
グ
プ
タ
時
代
及
び
以
後
の
縛
代
の
文
書
に
見
え
る
犀
亭

窟
諺
ご
ヨ
は
、
こ
の
よ
う
な
「
家
長
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
倣
な
く
、
た
と
え
ば
、
グ
プ
タ
文
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
Q
払
。
，
】
嵩
村
の
〕
南
の
境
界
に
於
て
、
写
養
δ
μ
玄
購
（
農
民
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
く
駒
く
9
ぎ
ぴ
に
よ
っ
て
、
耕
さ
れ
て
い
る
（
一
日
貸
覧
轟
同
曇
0
8
瞬
◎
℃
闘
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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グ
プ
μ
麟
…
（
臓
紀
㎜
回
…
八
世
龍
）
印
龍
祉
会
の
一
考
察
（
巾
）
（
佐
藤
）

婁
三
・
二
〔
蜜
の
〕
毒
」
艶
夢
。
c
獣
と
脅
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
つ

　
「
〔
も
e
包
阿
・
。
彩
村
の
〕
剛
ハ
蒜
厳
三
）
叫
づ
（
農
民
）
＜
冠
註
ぼ
島
貯
『
に
よ
つ

　
　
　
つ
　
む
　
り
　
　
り
　
り
　
む

　
て
〔
耕
さ
れ
て
い
る
〕
伽
く
O
養
地
、
（
申
賂
）
ま
た
．
一
、
鋒
箇
緊
錘
ド
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
の
空
琶
ハ
｝
窪
（
不
具
者
）
と
い
う
縛
名
2
月
島
套
旨
葺
（
農
民
）
に

よ
つ
で
〔
墾
ぷ
も
区
ひ
〕
・
ぎ
玖
’
地
」
輩
働
旨
二
三

と
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
携
緋
に
從
事
し
て
い
る
「
農
民
」
　
一
般
を
表

し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
次
に
、
本
来
「
家
長
」
を
表
す
語
で
あ
っ
た

穿
費
葺
き
ぎ
が
、
何
故
に
グ
プ
ク
以
μ
後
の
文
薫
照
で
は
「
曲
於
民
」
一
般

を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
聞
題
は
、
グ
プ
タ
時

代
の
貫
蒼
§
き
ジ
の
太
一
質
的
な
性
格
に
閏
擁
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

時
代
の
私
書
に
見
え
る
ぞ
賃
5
∋
ぎ
の
絹
例
を
再
研
討
す
る
こ
と
に

濫
っ
て
妥
出
覇
際
、
解
引
上
が
な
さ
れ
れ
ば
晶
べ
ら
な
い
。

　
グ
プ
タ
交
書
に
は
、
談
与
な
ど
に
よ
っ
て
土
地
の
上
級
所
有
権
が

転
移
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
・
土
地
を
占
帰
し
て
実
際
に
耕
作
し
て
い

呼
心
蘇
暴
民
に
君
、
し
て
、
　
こ
引
∵
ま
．
て
の
上
紡
臓
．
所
編
眉
楓
載
に
仙
平
め
て
い
昏
轄
魏
睡
眠

街
今
度
は
新
し
く
群
有
考
と
な
っ
た
被
譲
与
考
に
納
め
る
よ
う
に
命

ず
る
一
節
が
例
外
な
く
記
さ
証
て
い
る
。
こ
飢
ら
の
納
税
の
艶
帆
務
を

負
っ
た
下
級
占
脊
奢
た
る
農
民
と
し
て
文
書
に
覧
え
る
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

　
「
く
髪
改
岡
一
一
一
誉
。
｝
．
環
と
い
う
村
の
一
み
中
蕗
馴
）
一
・
す
べ
て
の
搾
9
一
7

三
首
た
ち
品
愛
〆
ご
畝
i
5

ま
た
は
、

　
　
　
　
　
　
ヴ
ィ
シ
ヤ
ヤ

　
「
勺
冠
。
汀
嵩
9
1
張
出
蹴
．
に
住
ん
で
い
る
一
（
中
略
）
毒
す
べ
て
の
罫
ゲ

琶
葺
た
ち
」
讐
鴛
鞄
、

の
よ
う
に
、
単
に
「
穿
骨
筆
き
ヲ
（
農
民
）
た
ち
」
と
あ
る
場
合
が
比

較
的
多
い
。
叉
、
ζ
“
§
き
三
の
代
り
に
、
　
「
鷲
葺
く
留
鍵
（
住
民
）

た
ち
」
呪
託
』
㌶
。
。
婁
や
∴
藻
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
．
叉
、

こ
の
ご
語
が
結
び
つ
い
て
、
コ
）
馬
身
R
。
。
学
押
韻
¢
二
一
）
貯
（
住
民
た
る

盤
）
た
ち
L
罵
言
爆
、
難
副
ド
と
も
記
嘉
登
る
．

　
し
か
る
に
ま
た
他
の
文
書
に
は
、
こ
れ
ら
の
犀
蔦
葺
回
き
窪
（
農
民
）

ま
た
は
一
）
餐
蔦
く
留
凶
鐸
（
住
民
）
の
ほ
か
に
、
隷
偶
民
と
し
て
の
性
格

を
も
つ
た
住
民
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
「
穿
養
↑
影
ご
躍
た
ち
、
お
よ
び
押
貯
餌
『
轡
（
手
工
業
者
）
た
ち
」

　
（
詳
二
三
∴
）
顧
日
H
c
Q
し
e
①
∴

　
陣
び
酬
（
ゲ
剛
）
睡
鈍
一
．
（
殖
・

＝
、
　
［
一
㍉
人
、

、
書
」
／
隔
レ

　
「
閃
蕊
ε
ご
じ
｛
霞
た
．
ち
、
　
お
よ
び
、
　
す
べ
て
の
圃
自
コ
斎
ρ
（
手
工
曲
米

琶
た
ち
≒
鷺
ア
義
．
．
。
。
．
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の
如
く
、
搾
麹
雪
即
ち
コ
予
工
業
齋
」
が
併
記
海
瀬
て
い
る
．
ま
　
村
の
集
会
に
出
席
ア
る
権
利
を
も
つ
た
も
の
を
意
味
し
、
冨
讐
三
首

た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
そ
の
内
客
を
瞬
じ
く
す
．
る
。

　
　
　
　
　
　
ロ
つ
　
　

　
「
一
二
戴
誉
一
欝
（
隷
農
）
漉
に
ち
、
職
ら
び
に
鉱
♂
．
蜜
貯
（
住
民
）
た
ち
．
一
　
　
　
　
論
究
山
の
実
例
．
に
議
す
劇
ば
、
本
馬
「
家
長
」
を
意
味
す
る
一
八
碁
妻
で

畢
輩
器
量
．
　
　
　
　
　
　
　
　
副
三
撚
・
羅
を
蓉
、
託
高
茜
棄
も
言
・
嚢
・
三
住

ま
た
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
一
）
、
叉
は
回
島
く
留
ぎ
（
住
民
）
、
岡
）
碁
3
慰
ジ
（
農
民
）
、
な
ど
の
語
は
、

　
「
覧
く
密
剛
感
髪
3
筆
画
㌻
（
住
民
た
る
農
民
）
な
ど
…
…
お
よ
び
肩
重
器
－
　
　
何
れ
も
「
隷
属
颪
｛
」
を
意
駿
す
る
押
紳
二
一
評
ρ
（
手
工
業
者
）
、
ぎ
．
三
扁
斧

．
影
二
世
）
た
ち
」
・
窺
い
㌧
津
ア
ト
・
⑰
9
　
　
　
　
三
隷
磐
ご
父
婆
・
・
多
三
糞
ご
媒
ど
の
語
に
欝
し
て

の
如
く
、
ぼ
詫
巳
誉
「
享
蛭
緊
麗
ま
た
は
ぎ
邑
葺
剛
峯
「
、
鮮
．
岬
h
”
ご
が
併
記
　
　
　
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
糠
対
し
て
周
い
ら
れ
て
い
る
以

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
語
は
何
れ
も
枝
訂
竈
二
，
〔
麺
を
〕
　
　
、
．
上
は
、
ご
僧
三
重
ぎ
以
下
の
「
農
民
」
と
、
｝
類
離
臼
麟
以
下
の
「
隷
属

牽
・
く
」
即
ち
「
鋤
く
」
の
派
生
語
で
あ
．
つ
て
、
同
～
語
源
か
ら
轟
た
　
　
　
罠
し
と
は
、
之
を
蔵
製
す
べ
ぎ
億
娼
違
」
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ

同
義
藷
翠
黛
嵩
く
範
ρ
（
離
郷
農
）
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
明
・
り
か
に
す
r
る
た
め
に
は
、
需
團
者
の
土
地
占
有
に
つ
い
て
研
討
し

　
「
渥
覧
渉
プ
φ
㌶
（
隷
煎
辰
）
と
共
に
〔
一
一
村
を
譲
与
し
た
〕
」
奮
斧
　
　

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
．
な
い
。

互
・
・
憂
・
ぎ
）
．
轄
h
馳
謬
嘱
緯
　
　
　
　
　
　
　
グ
プ
蔓
書
に
は
、
㌘
醤
ぎ
が
村
の
境
界
内
に
あ
る
薯
地

　
　
　
　
　
　
　
ト

と
あ
る
如
く
、
心
寄
的
な
身
分
．
て
村
と
共
に
譲
与
せ
ら
れ
～
い
る
こ
　
（
箋
量
ぎ
）
の
内
に
、
持
分
地
9
噌
・
5
、
・
．
聴
．
）
を
も
っ
こ
し
し
を
示
す

と
よ
り
難
諏
罵
民
し
た
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
因
み
に
、
右
の
第
一
一
　
　
　
多
く
の
実
摂
　
が
あ
一
、
9
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
づ
　
つ
　
づ
　
つ
　
む

例
に
於
い
て
、
貯
q
も
。
ぎ
困
ハ
9
（
隷
農
）
と
相
対
し
て
篇
い
ら
紅
て
い
る
　
　
　
　
「
く
こ
筆
画
の
、
繭
の
境
界
に
於
け
る
（
℃
護
斧
鶏
彰
乱
）
（
中
略
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
む

罵
竃
・
貯
（
農
疑
）
は
、
政
府
の
一
二
賞
（
銅
模
型
番
）
に
そ
の
土
　
　
嗣
膚
ぎ
三
・
旧
・
・
舞
と
い
う
共
有
勉
安
爵
，
葬
葛
に
於
て
、
｝
皇
§
堂
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
つ
　
　
　

ゐ

地
の
保
膚
．
者
た
る
こ
と
を
登
記
せ
わ
覧
て
い
る
村
の
成
欝
．
て
あ
っ
て
、
　
　
　
（
農
民
）
髭
麺
｛
註
露
の
持
分
〔
地
Ψ
（
同
）
呪
纂
聴
屯
ひ
○
た
る
目
O
O
甥
細

　
　
　
　
グ
．
プ
4
翻
W
（
鷺
蕪
．
騰
　
．
八
世
如
鞠
）
｝
綿
臓
祉
撫
紛
　
～
鷺
・
蝋
獣
（
細
準
）
（
舵
礫
棚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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ダ
プ
μ
朝
（
衡
総
記
i
八
枇
紀
）
邸
度
抵
会
の
一
考
祭
（
中
）
（
佐
藤
）

餅
・
き
二
渉
『
沌
H
ハ
5

と
あ
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
境
界
地
に
属
す
る
土
地
を
表
す

に
は
、
右
の
例
の
よ
う
に
、

　
「
〔
某
方
向
の
〕
境
界
に
於
、
け
る
」
④
冒
影
副
）

と
書
く
の
が
最
も
著
通
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
む
　
　
り
　
　
り
　
　
む
　
　
ロ
マ

　
「
烈
〔
轟
R
村
の
、
東
の
方
向
に
於
け
る
（
三
冥
く
斧
象
σ
q
δ
一
斗
㏄
○
）
、

（
露
）
、
こ
三
二
地
」
申
｝
鱒
暴
鞘
。
7

と
あ
る
よ
う
に
、

　
「
〔
某
〕
方
向
に
於
、
け
る
」
（
儀
蒔
θ
囮
瓢
織
①
）

と
書
か
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む
　
　
　
つ
　
　
　
む

　
「
乞
茸
財
餌
紘
襲
と
い
う
村
の
、
爾
北
の
方
処
に
於
、
け
る
（
疑
ド
｛
崇
学

戴
貫
糞
蝿
。
・
営
・
雪
・
二
土
地
≒
無
事
地
．
・
．
ド
鯉

と
あ
る
よ
う
に
、

　
「
〔
某
〕
方
処
に
於
け
る
」
（
象
勤
）

と
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
ウ
　
　
や
　
　
　
　
　
ヘ
ソ
　
む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
　

　
「
〔
鮮
養
江
節
養
〕
村
の
、
西
の
方
向
の
境
界
の
内
部
に
在
る
（
母
）
鴛
斧

　
（
副
σ
q
ム
、
霧
剛
昌
σ
q
年
鶉
⇒
で
號
〕
｝
μ
慣
葺
蜜
養
）
、
王
の
地
積
で
画
〇
三
≦
耳
舘
婆

の
黒
毒
毒
」
葬
野
工
“
・
’

六
二

で
こ
・
あ
4
⇔
よ
㌔
づ
に
、

　
「
〔
某
〕
方
向
の
境
界
の
内
部
に
在
る
」
　
（
臼
σ
q
之
竃
頚
σ
q
貯
。
。
副
ヨ
ー

　
鈎
σ
ど
「
謹
皆
ひ
再
9
）

と
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
則
．
ち
、
境
界
地
の
場
合
は
必
ず
そ
の
存

在
す
る
方
角
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
村
の
内
部
に
在
る
土
地
、
即
．
ち
村
内
地
を
表
す

に
は
、
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
「
＜
＆
o
α
o
村
の
、
真
中
に
在
る
（
蒙
己
7
｝
、
①
）
緬
分
地
」

　
罵
．
剛
こ
図
図
繭
．

　
M
ソ
鴨
ま
隔
＝
●
H
㎝
一
日
②

の
よ
う
に
、

　
「
〔
某
村
の
〕
真
中
に
在
る
」
（
彰
停
臼
毫
。
）

と
記
し
た
も
の
が
数
例
あ
る
。
し
か
し
一
般
に
村
内
地
を
蓑
す
に
は
、

伽
え
は
、

　
「
ご
豊
）
H
ρ
琴
剛
縞
讐
村
に
於
け
る
、
農
民
（
ぎ
實
転
げ
肺
斎
主
μ
。
濃
口
露

　
｝
W
銭
㌶
養
〔
の
土
地
〕
を
、
灌
瀧
井
戸
と
共
に
〔
譲
与
す
る
〕
」

　
膨
。
H
．
　
メ
H
●

　
　
　
り

　
圏
）
幽
耕
Q
◎
層
＝
・
鵠
轡
一
・
鴨
ド

と
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
単
に
、

　
　
　
　
　
　
　
ク
レ
ウ
ン
ビ
ン

　
「
某
村
に
於
、
け
る
農
民
某
の
土
地
」

（　162’）



と
の
み
・
記
し
、
四
至
の
境
界
す
ら
記
し
で
い
な
い
。
そ
こ
で
問
題
に

な
る
の
は
、
こ
れ
だ
け
の
簡
単
な
規
定
で
混
乱
が
生
じ
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
聞
題
を
解
く
た
め
に
は
、
更
に
具
体
的
に

村
内
の
土
地
の
事
例
を
研
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
グ
プ
タ
文
書
に
よ
る
と
、
村
内
の
土
地
は
、
ご
一
の
例
外
を
除
け

．
れ
ば
、
す
べ
て
押
葱
毎
⇒
⊆
㌻
（
農
民
）
に
よ
っ
て
保
訂
せ
ら
れ
て
い

る
。

言
辞
量
村
に
於
け
壽
・
豊
、
を
・
婆
露
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　

　
灌
溝
井
戸
を
附
し
た
騨
属
鐸
麺
。
．
診
（
農
民
）
賦
く
鎚
9
の
持
分
〔
地
〕

　
な
養
受
3
．
＆
ば
O
嵩
窪
く
霞
讐
。
叉
、
日
、
駒
℃
塁
引
｝
、
9
村
に
於
け
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
ウ

　
〔
鉾
貿
鐸
ζ
σ
貯
（
農
畏
）
〕
七
一
μ
凶
影
9
鋳
P
の
持
分
〔
地
〕
置
〇
一
函
傷
㍗

・
・
三
・
二
型
渉
滋
二
㍗
寒

と
あ
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
こ
れ
ら
の
貯
畳
用
イ

σ
ヲ
（
農
昆
）
の
保
有
地
は
、
　
「
持
分
〔
地
〕
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、

　
「
持
分
〔
地
〕
」
（
鷲
蓉
聴
σ
聴
ド
）

と
見
え
て
い
る
の
は
、
他
の
グ
プ
タ
交
書
に
、

　
「
≦
葺
三
ζ
霞
穿
～
、
翫
讐
ぎ
〔
村
〕
に
於
け
る
（
〈
禽
舞
。
）
〉
び
、
｝
・
斧

グ
プ
4
覇
ハ
西
紀
餌
一
八
世
融
）
印
慶
社
会
の
一
考
察
（
中
）
（
佐
曲
藤
）

§
量
・
二
禦
惣
（
震
・
垂
垂
・
・
ぎ
）
」
｝
蒔
．
欝

と
あ
る
よ
う
に
、

　
「
持
分
地
」
（
箕
霧
巨
艦
淫
事
ゲ
三
惑
5

の
「
地
」
（
犀
汐
衝
撃
）
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同

じ
丈
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
つ
　
　
の
ア
　
ゆ

　
「
隊
ダ
乞
9
蕪
聖
裁
の
持
分
奥
地
」
　
0
）
羅
魯
蜜
p
審
丁
す
囲
ざ
肯
養
ら
潔
獄
）

　
一
三
餌
．
℃
●
卜
Q
⑩
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
碧
ド

と
み
え
る
亡
と
か
ら
、
こ
れ
ら
村
内
の
「
持
分
地
」
は
、
多
く
の

「
條
地
」
（
℃
属
覧
）
か
ら
成
っ
て
お
9
、
正
し
く
は
、

　
「
持
分
帯
地
」
（
箕
暮
葦
饗
涛
珍
。
叶
門
斧
℃
馨
覧
）

と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
グ
プ
タ

文
書
に
、

　
　
　
　
む
　
ラ
　
　
　
む
　
む

　
「
北
の
條
地
〔
集
団
〕
に
於
け
る
、
（
雲
斎
。
）
、
隊
。
弓
回
）
鐵
ぎ
〔
村
）

の
・
窒
雪
叢
製
醗
昆
”
害
三
戸
。
伊

と
あ
．
る
の
は
、
村
の
境
界
地
の
一
部
。
が
多
く
の
「
条
地
」
（
憶
糞
戸
）
に

分
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
「
條
地
の
集
団
」
を
、

　
「
〔
某
方
向
の
〕
條
地
〔
集
団
〕
し
（
｝
）
轟
覧
）

と
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
村
内
の
土
地
も
同
様
で
あ
っ
た
と
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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グ
プ
汐
朝
（
購
綴
脚
購
一
八
縫
［
綱
轡
）
印
躍
晒
鮭
ヅ
鹸
の
一
考
麟
隅
（
串
・
）
（
佐
藤
）

よ
い
で
毒
ろ
・
つ
。
グ
プ
タ
時
代
の
薦
O
ぴ
己
三
受
『
朝
の
鳴
島
凱
慰
轡
μ
回

が
、
一
）
翁
ジ
，
3
δ
と
い
・
’
9
村
を
、
馴
ω
の
「
聖
地
藥
覇
」
（
誓
三
関
闘
）
に

魯
っ
て
、
波
隈
羅
門
の
田
抹
に
譲
与
し
て
い
る
の
は
、
こ
丸
ら
の
「
條

艦
影
m
㎜
」
を
、
各
婆
羅
門
の
「
持
分
」
（
ぴ
弦
σ
q
【
ご
の
単
位
と
し
た
も

の
で
あ
乳
業
暴
看
．
父
、
響
蒲
の
ノ
、
ぎ
話
ξ
諏
が
．
、

Ω
二
戸
窪
貯
聡
号
ρ
と
い
う
村
を
、
切
ゆ
の
「
持
分
」
○
）
㎞
数
σ
q
ご
に
分
つ

奏
羅
門
の
漂
に
譲
与
し
て
い
る
の
蕊
一
》
、
磐
、
遵
、
・

れ
ら
の
「
持
分
」
が
、
各
な
「
添
地
集
隅
」
に
柑
疑
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
。
而
し
て
、
グ
プ
タ
以
後
の
文
書
に
は
、
か
か
る
「
條
地
観

閲
」
を
単
位
と
し
て
譲
与
す
る
と
き
、
　
こ
の
単
位
と
し
て
の
「
持

分
」
は
、
更
に
五
つ
の
「
欄
分
」
（
師
房
μ
識
p
、
｝
に
分
け
ら
れ
、
被
嬢
、
献
蕊
・

者
た
痘
婆
羅
門
各
人
に
は
、
こ
の
「
野
分
」
な
単
位
と
し
て
割
畜
て

て
い
る
禦
あ
る
顕
撮
影
．
響
、
急
転
、
蓮
に
摯
る
い

く
つ
か
の
「
條
地
」
を
五
等
分
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
必
ず
や
五

　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

人
の
農
民
が
一
つ
の
「
條
地
、
集
繭
」
　
の
内
に
各
た
同
数
の
　
「
條

地
」
を
も
っ
て
い
た
た
め
と
解
さ
ね
ば
疫
ら
な
い
。
　
即
ち
、
　
後
述

　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ソ
ン
ビ
ン

す
る
よ
う
に
、
　
一
人
の
農
斑
の
　
「
持
分
地
し
　
は
数
十
の
　
「
條

地
」
よ
り
、
灰
っ
て
い
る
が
ら
／
、
そ
九
ら
の
「
輿
地
」
は
之
窯
．
の
村
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
瞬

に
分
散
し
た
多
く
の
フ
際
地
鼠
瀦
し
の
各
六
に
い
く
つ
か
つ
つ
分
属

し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
る
と
き
は
、
何
故
村
内
地
を
表
す
に
、
　
「
某
村
に
於
け
る

か
き
ウ
ン
ビ
ン

農
民
某
の
土
地
」
と
い
う
簡
単
な
規
定
の
み
で
混
乱
を
招
か
な
い

か
と
い
・
り
嚢
の
闇
門
瞬
が
解
決
・
ア
る
。
即
ち
、
村
内
の
土
地
は
・
ず
べ
て

「
持
分
地
」
と
し
て
ぎ
濃
州
圏
三
）
凶
づ
（
農
民
）
に
属
し
て
お
り
、
し
か

も
そ
れ
ら
の
「
持
分
地
」
を
形
成
す
る
考
・
く
の
「
條
地
」
は
N
村
内

の
数
ヶ
所
に
分
散
し
て
い
る
「
條
地
の
集
団
」
に
分
属
す
る
か
ら
、

境
界
地
の
場
合
の
よ
う
に
、

　
「
某
村
の
某
方
向
に
於
け
る
土
池
」

と
い
う
衰
現
を
と
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
、

　
「
某
村
に
於
け
る
劉
畳
＝
巳
）
｛
聾
某
O
土
地
」

と
記
せ
ば
霞
ら
明
か
で
あ
．
つ
て
混
乱
す
る
罹
れ
ば
な
い
わ
け
で
あ
る
。

グ
プ
タ
・
父
蟄
凹
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
ご
鶏
ご
貯
再
び
騨
匹
　
村
に
於
け
る
へ
畿
網
嚢
。
）
ご
心
当
μ
σ
貯
（
農
民
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
ワ
　
む
　
む

　
竈
μ
o
罠
冒
『
き
欝
紐
財
｛
養
〔
の
土
地
〕
を
、
灌
灘
井
戸
と
共
に
〔
譲
与

す
る
）
」
｝
山
窟
翠
㌶
お
p
　
　
　
　
　
　
　
・

と
あ
る
よ
う
に
、
村
内
地
の
場
合
に
は
、
そ
の
保
有
者
で
あ
る
ぎ
－

（　164）



三
菱
三
⇔
　
（
農
昆
）
の
名
の
み
を
記
し
て
、
そ
の
保
膚
．
地
を
表
し
た

も
の
も
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
村
内
の
持
・
分
地
は
、

閃
ξ
霞
⇒
ぴ
貯
（
（
農
民
）
が
そ
の
蒙
計
を
営
む
た
め
の
土
地
に
外
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
グ
プ
タ
罫
書
に
、

　
「
家
族
地
」
（
疑
貸
諺
び
斧
ぎ
ぎ
嘗
門
ド
）

と
見
え
る
竜
の
は
、
即
ち
こ
れ
を
指
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

　
「
〔
ン
爵
〆
貸
襲
簿
群
村
の
北
の
境
界
に
於
け
る
第
一
の
区
劃
の
〕
南
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
つ

　
Ω
蟹
O
び
O
剛
属
と
鼠
門
看
凶
獄
に
属
す
る
家
族
地
Q
（
属
毎
巴
）
9
涛
の
｝
μ
簿
養
）

で
あ
る
．
」
嬰
。
諺

と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む

　
「
ω
三
ジ
ρ
村
の
〕
0
0
d
ぎ
ぴ
ぞ
爵
欝
の
家
族
〔
地
〕
（
犀
講
毎
己
多
）
、
及

び
、
U
剛
・
麺
の
霧
〔
轡
（
ぎ
一
叢
耗
爵
H
靭

と
あ
る
「
家
族
〔
地
」
（
犀
鳥
毎
昌
σ
こ
は
、
　
「
家
族
地
」
Q
葺
讐
ヨ
σ
守

犀
の
財
。
欝
○
の
「
地
」
（
冨
9
㌶
ρ
）
が
省
［
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
し
か
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
村
の
内
部
に
於
け
る
、
財
碁
毎
三
）
ヨ

（
農
民
）
の
「
持
分
地
」
、
即
ち
「
家
族
地
」
の
大
い
さ
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
ン
ぎ
B
（
毫
”
目
O
）
に

　
「
十
ケ
〔
村
〕
の
支
配
者
は
戸
貯
↑
罫
を
、
二
十
ヶ
〔
村
〕
の
支

　
　
　
グ
プ
潔
翻
四
（
下
摺
縄
顕
一
八
枇
紀
）
印
廉
祉
金
の
一
考
鰍
黙
（
中
）
（
佐
弗
膿
）

　
配
者
は
笥
回
虫
穿
を
、
百
ケ
〔
村
〕
の
管
理
者
は
一
ケ
村
〔
の
貢

　
租
〕
を
、
　
一
千
〔
村
〕
の
・
支
配
者
は
一
つ
の
購
を
、
　
〔
夫
々
〕
青
子

　
受
す
べ
き
で
あ
る
」

と
あ
っ
て
、
O
o
＜
営
9
真
箇
甘
の
窯
｛
彰
属
鮒
9
1
を
始
め
と
し
て
、
マ

ヌ
の
註
釈
家
た
ち
は
、
こ
こ
に
見
え
る
貯
昌
洋
を
、

　
「
各
六
頭
の
牡
牛
に
牽
か
れ
る
一
対
の
中
位
の
大
い
さ
の
箪
に
よ

っ
て
耕
作
さ
懸
る
広
さ
の
叢
」
舞
恥
馨
（
鴎
詣
譲
錠
㌻

聞　

Q
と
解
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
岩
乙
｝
露
養
の
ン
費
舅
無
ピ
屋
露
翁
に
、

　
「
八
頭
の
牛
〔
に
牽
か
せ
る
〕
　
〔
漿
・
〕
は
法
に
適
つ
た
漿
〈
隔
峯
冨
）

　
で
あ
る
。
六
頭
の
牛
の
〔
黎
〕
は
生
計
の
た
め
の
〔
黎
〕
で
あ
る
。

　
四
頭
の
牛
の
〔
塾
・
〕
は
家
長
の
〔
笠
〕
で
あ
る
。
二
頭
の
牛
の

　
〔
箪
〕
は
婆
羅
門
を
殺
す
も
の
の
〔
豊
〕
で
あ
る
。
と
、
　
〔
マ
ヌ

　
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
　
　

の
　
　
む
　

む
　

む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　

む
　

む
　
　
む
　
　
む
　

む
　

む
　
　
む
　
　
む

　
の
〕
法
典
の
註
釈
鷺
判
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
（
。
。
ヨ
麟
羅
ξ
障
）
、

　
六
頭
の
牛
の
〔
箪
〕
は
、
中
形
の
惣
（
五
日
臼
ζ
．
〔
葺
影
膏
窯
畠
9
彰
〉

　
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
形
の
惣
の
二
つ
に
よ
つ
て
牽
か
れ
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
　
　
②

　
の
広
さ
の
土
地
を
寮
μ
ぎ
と
い
う
。
し

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
　
「
マ
ヌ
の
法
典
の
註
釈
書
」
（
。
。
ヨ
鳳
銘
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
流

（　165　）



　
　
　
　
グ
プ
ぶ
繍
脚
（
西
紀
瞬
－
i
八
…
搾
紀
）
即
塵
敏
会
の
一
考
寂
凧
（
摩
）
（
佐
藤
）

　
の
本
交
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
箪
を
牽
か
せ
る
牛
の
頭
数
の
み
で

　
あ
．
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蟹
鐵
恥
農
場
の
農
書
宇
戸
護
蛮
蔦
義
勇
7
ド
に
、

　
「
黎
〔
を
肇
く
〕
に
八
頭
の
牛
に
魎
を
か
け
る
人
は
敬
慶
な
人
で
あ

　
り
、
六
頭
の
牛
に
駆
を
か
け
る
入
は
仕
事
を
実
際
に
行
う
人
で
あ
り
、

　
四
頭
を
使
役
す
る
人
は
残
酷
．
て
あ
り
、
僅
か
コ
頭
を
使
役
す
る
人
は

　
　
　
　
　
　
　
③

牛
肉
食
い
で
あ
る
。
」

と
あ
る
の
は
こ
れ
を
傍
証
す
る
。
即
ち
、
古
く
か
ら
伝
承
せ
ら
れ
て

き
た
い
く
つ
か
の
マ
ヌ
の
法
典
の
註
釈
書
に
は
、
六
頭
の
牛
に
漿
．
を

牽
か
せ
る
の
が
、
牛
を
酷
使
せ
ず
に
耕
作
を
行
い
得
る
最
も
実
際
的

な
使
用
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
土
地
病
歴
を
表
す
語
で
あ
る
穿
『
と
結
び
つ
け
た
の
は
、

・
・
藏
昌
慈
無
卦
の
輩
蒙
塗
し
あ
る
と
せ
ね
婆
ら

な
い
・
龍
題
．
卯
｝
転
聾
露
口
陣
9
路
p
H
w
勲
罐
遡
）
碍
％
％
。
鋤
危
夢
）
。

O
o
く
げ
9
肖
＆
9
の
説
が
何
に
拠
っ
た
か
、
筆
者
に
は
明
か
で
な
い
が
、

2
器
惹
舘
嶺
。
習
）
ρ
の
註
［
釈
書
に
は
、
閃
鋤
ρ
を
「
一
人
の
…
耕
作
者
の

持
分
し
と
釈
し
て
お
り
、
鶏
絶
響
士
証
紀
叢
る
か
な
り

古
く
か
ら
、
　
「
牛
六
頭
に
牽
か
れ
る
中
位
の
駒
ご
　
（
汐
貧
㍗
喚
薯
謹
一
p

．
ご
巨
臼
く
斧
包
帥
蕊
同
ぼ
爵
已
μ
）
コ
つ
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
得
る
広
さ
の
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
六
六

地
が
、
　
人
の
耕
作
者
の
家
族
を
扶
焦
す
る
に
足
る
標
準
面
積
、
即

ち
持
分
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
次
に
、
　
「
牛
六
頭
に
牽

か
れ
る
中
位
の
鈎
」
一
対
に
よ
っ
て
、
鋤
か
れ
得
る
面
積
は
ど
の
よ

う
で
あ
ろ
う
か
。

　
グ
プ
タ
朝
以
後
の
文
書
に
は
、

　
「
〔
某
ビ
話
9
（
牽
）
め
土
地
」
9
鑑
管
習
び
葛
？
戸
岳
・
・
）
と
い
う

交
句
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
　

　
「
我
々
の
村
に
於
い
て
、
的
翫
｝
峯
夢
（
皐
）
の
土
地
を
買
い
、
〔
別

個
の
）
簑
に
な
し
て
〔
聾
す
る
）
」
競
ゆ
振
ヂ

と
あ
．
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
用
語
の
意
味
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
「
勺
養
｝
〔
彰
皆
昏
と
い
う
村
か
ら
、
一
（
中
略
）
l
H
ぼ
瀞
ド
（
フ
’
肇
）
に

　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
よ
っ
て
鋤
か
る
べ
き
土
地
（
o
搾
斧
ぎ
｝
貯
く
記
養
｝
μ
引
楓
臼
竃
旨
影
於
）
が

脅
せ
ら
れ
た
．
」
瀧
喜
。
．
燭
．
蓑
、

と
記
さ
れ
た
用
例
よ
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

　
「
某
個
の
肇
で
耕
作
さ
れ
得
る
広
さ
の
土
地
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
「
疑
言
寿
ム
讐
漸
村
に
於
け
る
、
扁
ハ
庭
三
ゆ
三
十
農
民
）
宣
・
。
門
モ
鈎
｝
3

　
心
置
｝
p
｝
薄
舞
三
器
く
趣
三
ぎ
に
属
す
る
～
（
中
略
）
i
蒔
ξ
ピ
（
箪
）
、

（　1，Cif）　）



即
茜
つ
裟
〔
で
耕
さ
れ
得
る
〕
更
地
品
ぴ
岳
．
・
、
．
磐
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
あ
る
例
に
よ
れ
ば
、
　
三
人
の
㌘
看
5
き
診
（
農
民
）
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
か
ウ
ン
ピ
ン

溢
夢
ぎ
の
土
地
、
即
ち
、
一
入
の
農
民
に
平
均
H
c
◎
ぎ
ぎ
強
の

耕
地
が
属
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
の

　
「
〔
○
◎
奏
達
昌
馨
昏
門
聾
P
村
に
於
け
る
〕
住
屋
（
招
く
臥
舘
養
）
を
附
し

た
；
葺
の
毒
」
輩
狩
婦
穿
占
“
・
●

　
「
竃
鵠
二
村
の
耕
作
地
に
於
け
る
、
H
ぴ
剛
類
劉
の
土
地
と
、
諭
の

囲
地
と
後
の
囲
地
を
附
し
た
憲
（
σ
・
登
）
≒
鴨
撫
　
℃
．
装
・

　
「
〔
茅
。
『
石
餐
蕉
）
村
に
於
い
て
、
①
剛
累
蹟
鎚
の
土
地
を
〔
別
個
の
〕
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
域
と
な
し
、
　
四
つ
の
住
屋
Q
嵩
く
a
§
3
を
附
し
て
〔
譲
与
す
る
）
」

　
舅
．
H
　
　
図
図
．
岡
魯

　
　
　
コ
や

　
ワ
勲
酬
ど
日
ピ

な
ど
の
諸
例
」
よ
り
帰
納
し
て
、
　
H
～
ピ
軌
ぎ
ピ
の
土
地
、
即
ち
貧
7

讐
影
気
ご
（
農
民
）
　
一
人
当
り
の
耕
地
に
一
軒
の
割
で
「
住
屋
」
9
学

く
¢
劉
厳
ご
、
叉
は
「
家
屋
」
（
簸
浮
ε
が
附
属
し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
画
数
屋
は
、

　
　
つ
　
　
　

　
「
宅
地
（
｝
彰
薩
簿
○
の
真
中
に
在
る
9
峯
島
く
○
）
、
前
灘
の
長
さ
の

・・

?
膳
の
讐
暴
墜
冨
。
ぎ
鼻
鋤
畔
鎗

と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
宅
勉
し
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
．
「
宅
地
し
は
丈

グ
プ
タ
麟
…
（
騰
紀
照
一
八
舞
紀
）
郵
度
祉
会
の
一
考
繋
（
申
）
（
佐
驚
榊
）

書
の
中
で
種
々
の
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
が
、
「
＜
黎
葺
」
（
住
む

場
所
）
夢
q
灌
ω
．
、
叉
は
餐
・
身
長
二
（
奮
立
て
る
所
）

警
場
ダ
な
ど
が
普
通
に
用
い
ら
れ
て
姶
⇔
．
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
「
〔
Ω
葺
昌
）
村
に
於
て
、
村
の
真
中
に
在
る
中
位
の
園
地
（
≦
ド
饗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
を
．
伴
っ
た
、
爾
北
の
宅
地
（
σ
q
『
凶
ぎ
豊
着
岸
・
・
け
囲
μ
三
重
μ
①
舞
）
」

・
　
濁
．
H
．
　
賭
囲
く
。

　
　
　
り

　
℃
・
ド
幽
ρ
＝
■
b
3
ω
i
魅
。
餅

と
あ
る
よ
う
に
、
宅
地
は
村
内
地
に
在
り
、
且
つ
「
園
地
」
を
伴
っ

て
い
る
。
　
「
園
地
」
を
表
す
く
営
餐
と
い
う
語
は
、
時
に
こ
の
語
の

代
り
に
捉
与
る
葛
勲
二
二
）
鷲
笥
♂
と
響
く
、

元
・
釆
「
囲
地
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
前
の
園
地
（
9
σ
q
お
之
割
宴
騨
ε
と
後
の
園
地
ρ
）
9
亀
同
甲
く
稗
帥
弊
9
）

を
附
し
た
露
（
讐
ぎ
ご
誓
満
点
一
．
占
b
・
．

と
あ
る
よ
う
に
「
家
屋
」
の
前
後
に
附
帯
し
、
生
垣
な
ど
に
よ
っ
て

囲
ま
れ
た
土
地
で
あ
っ
て
、
野
菜
（
欝
ζ
∵
果
樹
（
蒙
乙
圃
託
霞
）
。

木
綿
（
罫
三
v
9
，
貯
○
な
ど
が
権
え
ら
れ
て
お
り
、
各
家
族
の
自
家
用
に

供
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
て
右
の
諸
例
よ
り
帰
「
納
す
る
と
き
は
次
の
こ
と
が
い
い
得
ら

れ
る
。
村
の
内
部
に
於
て
、
H
～
8
．
q
ぎ
ご
　
（
璽
，
）
の
営
為
が
同
心
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七

（　167　）



　
　
　
　
グ
プ
ぶ
朝
（
西
組
㎎
門
一
八
漁
紐
）
印
庶
社
金
の
一
漁
”
鰻
（
摩
）
（
佐
撒
際
）

廿
営
一
）
一
欝
（
農
民
）
一
戸
に
所
属
し
・
そ
の
耕
地
に
は
そ
の
ク
虚
威
ン
の

家
族
が
居
住
せ
る
貸
屋
が
附
属
し
て
お
り
、
同
時
に
そ
の
家
屋
に
対

す
る
宅
地
と
園
地
が
之
に
附
随
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
農
民
の
家

族
が
家
計
を
営
む
た
め
の
土
地
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
正
に
「
持
分

地
」
と
称
す
る
に
栢
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
前
述
の
マ
ヌ
の

法
典
の
貼
融
釈
家
が
、
　
「
牛
六
頭
に
牽
か
れ
る
中
位
の
摯
二
つ
に
よ
っ

て
耕
作
さ
れ
得
る
土
地
」
、
即
ち
「
b
㊤
7
巴
〔
爪
箪
）
の
土
地
し
を
、
　
，
一

入
の
耕
作
考
の
持
分
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
ほ
ぼ
根
符
合
し
、
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

地
。
宅
地
・
・
家
電
を
附
し
た
H
～
卜
Ω
ぎ
獄
の
耕
地
が
農
民
一
戸

の
「
持
分
地
一
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
次
に
、
同
｝
峯
鍵
、

即
ち
「
一
豊
・
で
…
耕
作
さ
れ
得
る
土
地
」
の
大
い
さ
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。

　
現
今
、
北
印
度
に
嘗
て
、
　
一
黎
で
耕
作
さ
れ
得
る
土
地
の
広
さ
を

聾
す
藷
が
各
地
で
行
わ
れ
て
3
3
り
、
そ
の
大
い
さ
は
空
々
一
定
し
て

い
る
。
。
・
鋤
臨
急
（
肇
）
は
そ
の
一
例
で
あ
っ
て
、
H
落
字
窯
は
、
①
O

．
～
8
一
）
塩
断
（
條
地
）
よ
り
成
り
、
ド
玄
σ
q
峯
は
、
蓄
財
O
讐
、
縦
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
困

峯
9
回
闘
、
即
ち
颪
積
滴
英
段
（
9
。
『
㊦
）
の
細
説
い
帯
状
を
成
し
て

い
る
蓮
馨
ゐ
蒜
藍
絵
．
従
っ
て
、
二
摯
」
の
大
い
さ
は
、

六
八

大
休
込
。
蒔
～
ら
ゆ
窃
“
央
段
と
な
る
。

　
次
に
、
閉
ぎ
讐
鋤
隠
勢
に
於
て
は
「
一
鞭
こ
の
地
積
を
表
す
9
ご

（
肇
）
は
、
q
。
ξ
契
鑑
）
霜
饗
し
｛
馳
難
、
瓶
餌
輿
論
唄
脆
、
牌
2
、

ξ
薫
卵
豊
強
叢
っ
て
い
・
㌘
．
萎
募
、
霊
畢

鯉
曙
ヤ
§
”
．
従
っ
て
、
「
毫
」
の
大
い
さ
は
、
森
・
。
筆
癖

強
と
な
る
。

　
次
に
、
ぞ
馬
蝿
下
翼
代
に
先
行
す
る
ズ
a
×
℃
課
時
代
に
於
て
は
「
一

箪
」
の
地
積
は
、
6
臨
界
謎
麗
（
土
地
の
皮
）
で
蓑
さ
れ
、
圃
）
箇
σ
q
麟
（
條

地
）
は
、
摯
島
じ
く
、
H
§
平
す
、
響
、
騨
養

　
　
　
　
　
　
　
O
ゴ
9
H
．
㌧
鋳
い
し
【
O
降
’
ゴ
μ
鐸
｝
い
O
プ
O
＞
「
＃
O
鷺
ニ
ニ
嵩
昌
い
か
質
旨
伽
9

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
同
W
・
霞
●
い
鉱
マ
鼠
び
q
．
も
e
零
り
刈
⑦
二
。
翼
・
鱒
・

　
膚
の
諸
例
に
見
え
る
一
）
凶
σ
q
同
昌
」
）
養
7
評
ご
鈎
σ
q
門
炉
な
ど
の
語
は
、
何

れ
も
梵
語
の
げ
｝
鶴
σ
q
9
　
「
持
分
」
の
転
設
し
た
も
の
で
、
グ
プ
タ
時

代
の
「
持
分
地
」
を
形
成
す
る
「
徳
地
」
（
庭
嘗
）
に
相
当
す
る
。

そ
れ
は
編
…
H
O
影
、
縦
長
H
①
O
影
の
細
長
い
条
地
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
今
に
煮
て
も
、
寓
ご
α
q
び
藤
高
代
に
出
て
竜
、

そ
れ
ら
の
條
僻
め
集
脇
と
し
て
の
「
一
攣
．
の
土
地
」
は
、
平
均
し
て

ふ人

ﾌ
ω
O
茄
央
段
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
ら
ば
、
更
に
…
棚
つ
た
グ
プ
タ
時
代
に
於
る
、
「
一
箪
の
土
地
篇
、
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即
ち
、
　
ド
剛
μ
鑑
欝
の
大
い
さ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
為

に
は
、
先
づ
当
時
の
尺
度
の
単
位
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
グ
プ
タ
文
書
に
は
、
地
積
を
表
す
の
に
、

　
「
王
の
尺
度
に
よ
る
某
汝
の
広
さ
の
土
地
」
　
　
　
　
　
　
　
　
，

と
い
う
表
現
が
屡
々
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
「
王
の
尺
度
に
よ
る
9
己
響
琶
箇
詳
9
婆
）
b
⇔
◎
⇔
凶
く
鶏
酔
舞
彰
の
土
地
」

　
図
。
H
㌔
鳶
。
　
　
　
　
．

　
ワ
H
駆
堕
♂
H
ρ

　
「
王
の
尺
慶
に
よ
る
Q
と
p
已
》
9
1
博
』
餐
）
○
◎
8
竃
旨
M
嵩
の
土
地
」

　
O
・
目
’
困
ご
ワ
ト
の
ω
メ

　
一
r
H
G
Q
・
！
H
Φ
・

と
あ
る
の
は
、
そ
の
…
例
で
あ
る
。
こ
の
用
法
ぼ
、
櫨
の
文
書
に
、

　
　
　
　
　
　
つ
　
む
　
　

　
「
王
の
尺
度
の
測
量
桿
（
勘
冒
些
冒
？
費
一
睡
菖
に
よ
る
H
O
O

舞
榊
弩
」
窩
即
言
釧

と
あ
る
か
ら
、
正
し
く
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
つ
　
む

　
「
王
の
尺
度
脅
＆
斧
影
9
1
同
多
）
の
測
量
檸
a
刷
る
む
に
よ
っ
て
湖

　
つ
た
某
女
の
広
さ
の
土
地
」

と
い
う
慧
知
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
グ
プ
タ
以
後
の
丈
書
に
も
、

類
似
の
幽
趣
が
極
め
て
多
く
、
例
え
ば
、
束
Ω
幽
｝
離
5
、
三
朝
の
文
港
臼

に
は
、
鷺
毒
倉
測
量
桿
」
の
代
り
に
、
減
、
【
§
鵠
語
で
「
測
驚
灘
」

　
　
　
グ
プ
ぷ
獺
｝
（
礪
鶴
照
一
八
糠
撫
　
）
印
縫
仰
蛙
［
会
の
～
考
鰍
蝋
（
中
）
（
戴
蕨
肺
）

を
意
峡
「
す
る
　
「
σ
蚕
ぞ
昌
β
レ
、
叉
は
　
一
、
σ
叢
鉱
。
」
が
用
い
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ぴ
セ
し
　
つ

　
「
ご
a
逝
く
貯
O
疑
彰
9
の
測
量
桿
（
σ
宍
ぞ
孤
ε
に
よ
る
蜘
Q
弦
鋒
露
村
の

土
地
」
導
齢
幽
響
b
・
。
・
。
。
1
ρ
　
　
　
一

と
あ
る
は
、
そ
の
｛
例
で
あ
る
。
類
馨
餌
は
こ
の
語
を
、
　
「
竹
の
測

量
桿
（
・
・
ぎ
三
・
8
・
◎
鳥
と
｛
嚇
輩
ザ
恥
謹
、
細
、
・
q
。
賦
．
、
と
鵡
し
て

い
る
。
ま
た
溶
碁
8
一
霞
螢
9
朝
の
文
書
に
は
、
嗣
、
酔
夢
鵠
語
の
…
方

言
た
る
内
銘
嚢
。
霧
語
で
「
測
量
桿
」
を
慧
味
す
る
　
，
犀
。
冨
し
で
之

嚢
し
て
い
亮
h
鋤
ず
．
蒲
与
、
グ
夢
丈
書
覧
え
る

　、

ｹ
3
・
ぜ
（
測
量
桿
）
し
と
い
う
語
は
、
同
欝
に
職
度
の
単
位
を
も
表

し
、
困
一
階
男
憎
（
桿
尺
）
三
界
ぎ
硫
欝
（
楽
長
）
で
あ
る
。
「
㎏
回
塁
滑
面

尺
し
と
い
う
語
は
、
コ
閉
脾
の
長
さ
」
と
い
う
意
味
で
、
「
肘
か
ら
中
指

の
末
端
ま
で
の
長
さ
し
を
衰
し
、
羅
馬
に
於
け
る
〇
三
）
貯
窃
、
西
距

細
亜
に
於
け
る
σ
q
§
と
岡
じ
く
、
そ
の
長
さ
が
ほ
ぼ
一
定
し
て
お
ひ
、

印
警
磐
は
・
麹
・
・
葺
、
響
、
約
言
で
あ
・
．
従
っ

て
、
そ
の
鼻
借
で
あ
る
目
桿
尺
（
餌
ξ
魯
）
は
、
約
b
。
羅
と
な
る
。

こ
の
「
腕
壁
」
も
ま
た
寸
グ
プ
タ
以
後
の
突
書
に
多
く
屠
い
ら
れ
、

例
え
ば
、
東
Ω
覧
｝
戸
紳
》
、
欝
朝
そ
の
他
の
嗣
）
集
類
ご
の
諸
王
朝
の
丈

欝
に
は
、
「
ぎ
溝
聾
（
腕
尺
）
」
の
代
り
に
、
譲
き
競
霧
ゆ
語
で
「
三
尺
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九

（工69）



　
　
　
　
グ
プ
ぶ
朝
（
稲
鵜
購
…
・
八
枇
紀
）
印
黙
祉
畿
の
一
瀕
嬢
（
摩
）
（
佐
藤
）

を
意
味
す
．
る
「
ぎ
ご
が
一
般
に
脳
い
ら
れ
て
い
る
．
例
え
ば
、

薦
Q
潟
ぎ
ぎ
の
麓
」
覧
h
選
評

の
如
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
グ
プ
タ
文
書
に
は
、
地
積
を
表
す
の
に
、

　
「
o
◎
×
O
の
麓
（
岡
三
観
）
に
よ
っ
て
測
定
し
た
腐
肉
の
広
さ
の
土

　
地
」

と
い
う
蓑
現
が
屡
友
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
「
〔
H
写
戸
｝
）
露
の
種
子
を
蒔
き
得
る
広
さ
の
休
閑
地
を
〕
c
◎
×
り

　
の
藪
に
よ
っ
て
（
器
ぼ
巳
多
出
↑
襲
〔
勇
〔
芝
葺
㌶
ご
H
モ
替
冨
）
測
定
し
て
」

　
　
爵
戸
　
図
づ
．

　
　
　
や

　
酬
∀
・
H
ω
ρ
一
・
H
9

と
あ
．
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
絹
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
他
の
グ
プ
タ
文
書
に
、

　
「
〔
画
一
餐
｝
）
拶
の
種
子
を
蒔
き
得
る
広
さ
の
体
閑
鵬
を
〕
C
◎
×
り

　
　
む
　
む

　
の
腕
尺
の
薦
に
よ
っ
て
（
7
羨
8
彰
霧
暮
9
げ
鐸
－
員
ジ
、
鑓
貯
エ
養
多
望
受
箇
彰
）

測
定
し
て
」
開
織
図
詐

と
見
え
る
こ
と
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
む
　
つ

　
「
G
。
×
り
の
腕
尺
9
導
流
）
の
蕊
（
叢
ド
蜀
）
に
よ
っ
て
測
定
し
た

　
某
女
の
広
さ
の
土
地
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
印
度
産
の
「
董
」
は
、
東
亜

細
亜
○
「
竹
」
に
匹
敵
す
る
長
大
な
も
の
で
、
測
量
桿
と
し
て
使
用

せ
ら
れ
た
。
H
腕
尺
（
サ
鋒
ご
は
、
約
串
ヨ
で
あ
る
か
わ
、
。
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

腕
尺
は
約
心
影
に
編
当
し
、
蒔
腕
尺
が
ド
桿
…
尺
（
無
勢
倉
）
で
あ
る
か

ら
、
Q
◎
腕
案
文
b
Ω
副
尺
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
Ω
回
死
銭
受
9
朝
の
丈

書
に
は
、

　
「
ω
切
σ
q
費
繁
（
指
寸
）
の
〔
長
さ
の
〕
C
封
事
薯
冨
p
費
薄
ρ
の
測
量

奪
測
警
た
こ
馨
二
尭
」
妻
霧
笛
ω
．
・
φ

と
あ
っ
て
、
。
ゆ
切
指
寸
（
ぴ
q
o
薫
じ
の
測
量
桿
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
指
寸
（
σ
q
9
属
）
は
、
　
7
皐
を
一
杯
に
拡
げ
た
と
き

の
栂
指
の
先
か
ら
小
指
の
先
ま
で
の
長
さ
」
を
意
味
し
、
回
り
貯
畠

に
相
当
し
、
従
っ
て
、
こ
の
測
量
桿
の
長
さ
は
約
○
。
ヨ
、
即
ち
峯
腕

尺
と
な
る
。
こ
れ
は
、
蒔
腕
尺
の
み
倍
、
即
ち
鼻
桿
尺
に
相
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
麟
腕
尺
、
即
ち
H
桿
尺
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
長
さ
（
約
鱒
諺
）
が
畝
の
幅
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

竜
し
然
り
と
せ
ば
、
グ
プ
タ
時
代
に
於
け
る
Q
◎
×
り
腕
尺
の
測
量
桿

の
内
、
○
◎
腕
尺
は
耕
地
の
幅
、
即
ち
畝
の
幅
を
測
る
に
用
い
ら
れ
、

恐
ら
く
駆
腕
尺
毎
に
目
盛
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（170）



し
か
る
と
き
は
、
も
う
一
つ
の
O
豊
艶
は
、
畝
の
長
さ
を
測
る
に
常

い
ら
れ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
か
く
の
如
く
考
え
て
誤
り
な
い
と
す
れ
ば
、
グ
プ
タ
時
代
の
条
地

の
幅
は
、
○
◎
置
尺
の
測
量
桿
の
昏
こ
倍
、
即
ち
◎
Q
旨
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
グ
プ
タ
朝
の
末
期
か
ら
西
北
印
度
に

侵
入
し
た
同
窺
弓
律
族
は
、
北
印
度
の
西
半
部
を
征
服
す
る
と
、
在

来
の
印
度
の
村
落
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
一
種
の
封
建
制
度
を
実
施

し
た
が
、
彼
等
は
グ
プ
タ
蒔
代
の
尺
度
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
「
官
地
」
（
乞
昌
ぴ
窺
δ
は
、
幅
約
H
O
ヨ
、
縦
長
約
H
①
O
影
の
緬

畏
い
條
地
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
縦
長
は
如
何
と
い
う
に
、
戸
”
冨
と
い
う
縦
幅
の
比
よ

り
推
し
て
、
そ
れ
は
幅
H
Φ
腕
尺
の
！
6
倍
、
即
ち
累
×
嶺
一
稼
。
密
腕

尺
に
近
い
数
で
あ
り
、
　
同
時
に
9
腕
尺
の
倍
数
と
な
る
。
　
即
ち
、

屋
×
り
艮
8
灘
腕
尺
の
倍
数
で
あ
っ
て
、
b
。
鉤
腕
尺
に
近
い
数
と
な

診
、
恐
ら
ぐ
b
。
。
。
c
。
腕
尺
、
即
ち
約
H
禽
影
程
度
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
推
測
に
大
遍
な
い
と
す
れ
ば
、
グ
プ
タ
時
代
の
「
貸
地
」

（
℃
館
覧
）
の
大
い
さ
は
、
幅
陣
①
腕
尺
、
…
糀
長
じ
σ
G
◎
G
◎
一
油
尺
の
綱
長
い
矩

形
蔑
・
、
そ
の
籍
は
卵
鷲
鼻
と
な
・
．
・
れ
ら
の
「
鑑
」

　
　
　
　
グ
7
。
タ
翻
…
（
白
墨
四
一
八
糠
鵜
）
印
醍
祉
食
の
一
考
祭
（
寧
）
（
佐
曲
藤
）

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
村
内
に
あ
る
い
く
つ
か
の
條
勉
の
集
朋
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ト
ウ
ン
ば
ン

分
属
し
て
お
り
、
　
一
入
の
農
民
に
属
す
る
こ
れ
ら
の
霊
地
の
総
面

積
、
即
ち
H
ぞ
ド
ぴ
の
面
積
は
、
約
ω
O
英
段
に
な
る
と
見
て
、
ほ

ぼ
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
尺
度
の
標
準
は
、
地
方

に
よ
っ
て
区
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

グ
プ
タ
以
後
の
文
書
に
は
．
右
の
よ
う
に
、

　
「
王
の
尺
度
の
測
量
費
に
よ
っ
て
測
定
し
た
某
々
の
広
さ
の
土
地
」

と
記
す
外
に
、
例
え
ば
、

　
　
り
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
郡
の
〔
測
量
桿
の
〕
尺
度
に
よ
っ
て
（
＜
範
影
｝
隔
ρ
出
類
爵
9
多
）
〔
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
定
し
た
〕
嚇
籠
の
籾
を
蒔
き
得
る
広
さ
の
土
地
：
：
：
大
〔
測
量
桿

　
　
　
り
　
む

　
の
〕
尺
度
に
よ
っ
て
（
σ
回
圃
ぞ
影
占
易
甥
。
ゆ
〔
ご
〔
測
定
し
た
〕
H
O
醇
厚
夢

の
禦
蒔
詣
る
広
さ
の
議
賑
鷺
ざ

と
記
し
た
も
の
が
あ
り
、
更
に
普
迎
に
は
、

　
「
O
葭
く
＜
爵
弩
在
園
9
の
○
◎
×
⑩
の
腕
尺
（
貯
蓄
P
）
に
よ
っ
て
測

讐
て
秀
」
事
滋
頃

　
「
丙
諒
彰
象
の
桿
尺
（
訳
了
ソ
費
’
）
に
よ
っ
て
測
定
せ
ら
れ
た
b
Q
昆
－

・
警
・
二
免
税
地
品
鋤
調
督
由

の
よ
う
に
、
夫
女
の
地
右
で
慣
行
ぜ
ら
れ
た
尺
度
が
用
い
ら
れ
、
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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、
グ
プ
タ
朝
（
蘇
紀
照
…
八
健
紐
）
印
贈
い
社
食
の
一
考
鰍
溝
（
串
）
（
佐
藤
）

少
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
慕
準
と
な
っ
て

い
る
「
腕
尺
」
、
　
即
ち
「
盗
聴
の
長
さ
」
は
一
定
し
て
い
る
か
ら
、

大
体
の
大
い
さ
は
膚
の
如
く
解
し
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
、
園
地
の
大
い
さ
は
、
グ
プ
ク
時
代
の
文
書
に
、

　
「
紛
羨
。
鳳
峯
の
近
く
の
村
に
於
け
る
、
○
◎
甑
官
覧
曇
〔
の
面
積
の
土

　
地
〕
を
、
作
物
と
共
に
、
卜
。
O
O
腕
尺
（
冨
・
・
9
）
の
宅
地
（
＜
盆
窪
）

と
養
」
凄
管
玉
工
P

と
あ
る
。
こ
こ
に
「
宅
地
」
（
夢
㏄
ε
と
記
せ
る
は
、
家
屋
の
敷
地

の
み
で
な
く
、
そ
の
前
後
に
附
帯
し
た
「
園
地
」
（
＜
智
ご
を
含
め

た
も
の
に
相
違
な
く
、
従
っ
て
、
　
ひ
。
O
O
腕
尺
（
H
O
O
影
）
平
方
、
即

ち
b
o
・
q
英
段
程
度
の
も
の
が
、
警
通
の
園
地
の
大
い
さ
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
、
蒙
屋
の
大
い
さ
は
、
グ
プ
タ
文
書
に
は
明
記
し
た
も
の
が

な
く
、
後
代
の
交
書
に
は
、

　
「
幅
憲
腕
尺
（
ぎ
無
）
、
長
さ
u
σ
H
腕
尺
の
家
（
影
〔
毎
。
楓
p
）
〔
と
H

薮
毎
の
土
筆
蓼
誰
割

の
よ
う
に
、
隔
と
長
、
逢
を
明
記
し
た
も
の
と
、

　
「
b
二
無
業
尺
（
冨
。
・
9
）
の
長
さ
の
家
　
（
鉱
屋
滲
藁
○
、
他
の
劇
○
。
腕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
工

尺
の
謹
麗
凱
鱒
由

の
よ
う
に
、
正
面
の
長
さ
の
み
を
記
し
た
も
の
が
あ
．
る
。
そ
の
大
い

さ
は
も
と
よ
り
一
定
し
難
い
が
、
多
く
の
実
例
よ
り
帰
納
す
る
と
き

は
、
正
颪
が
b
。
O
－
8
腕
尺
（
H
O
～
b
。
曾
冒
ご
、
奥
行
が
這
腕
尺
（
⑦
諺
）

程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
グ
プ
タ
時
代
の
農
民
（
蒼
冨
げ
ぎ
）
は
、
村
の
内

部
の
耕
地
に
於
て
、
多
く
の
羅
長
い
「
心
地
」
よ
り
成
る
、
約
ω
O
英

段
（
洋
O
圏
O
）
の
「
持
分
地
」
、
即
ち
、
「
六
頭
の
牛
に
よ
っ
て
牽
か
れ

る
中
位
の
漿
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
得
る
H
箪
（
ぼ
畠
9
）
の
土
地
」
、
を

H
～
鱒
と
、
之
に
附
属
せ
る
大
約
b
⊃
頓
英
段
の
園
地
と
、
　
一
軒
の
家

屋
と
を
．
持
ち
、
家
族
を
も
つ
て
家
計
を
警
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
村
内
の
持
分
耕
地
。
園
地
。
家
屋
に
対
す
る
保
有
権
、

馨
に
、
受
血
雌
豊
艶
塾
粟
翁
の
境
界
地
に
蓼
る

持
分
権
を
倉
せ
た
も
の
が
、
即
ち
「
持
分
」
（
一
）
7
箇
σ
q
乞
で
あ
っ
て
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
家
族
に
属
す
る
成
員
が
、
そ
の
内
に
夫
々

の
持
分
権
を
有
つ
の
み
で
な
く
、
そ
の
家
族
が
属
す
る
支
族
（
小
氏

族
）
の
成
員
も
ま
た
之
に
対
し
て
或
る
種
の
持
分
権
を
保
有
し
て
お

り
、
た
と
い
当
該
蒙
族
の
家
長
の
男
系
が
絶
え
て
も
、
之
等
の
臨
族
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の
間
で
麦
喜
喜
ら
る
べ
蓬
の
で
あ
っ
た
．
膨
張
髭
ノ

欝
。　

　
　
　
ラ

　
　
　
　
8
隷
属
　
民

　
　
　
　
く

　
し
か
ら
ば
次
に
、
隷
属
民
の
土
地
占
濯
値
の
実
状
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
隷
属
民
と
し
て
丈
書
に
見
え
る
も
の
は
、
手
工
業
者
、
奴
隷
、

小
作
奴
隷
、
隷
農
、
な
ど
で
あ
っ
て
、
順
を
追
う
て
考
察
を
進
め
た

い
。　

　
　
　
　
の
手
工
業
者

　
　
　
　
　
（

　
手
工
業
者
と
し
て
文
書
に
見
え
る
も
の
は
、
㌶
藁
犀
簿
が
最
も
普

通
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
ま
一
皇
　
「
造
る
」
、
「
労
働
す
る
」
の
派
生

語
で
、
「
造
る
蝕
し
、
　
「
労
働
す
る
人
」
と
い
う
原
義
を
も
つ
。
ま
た

鷲
鋳
回
三
ぎ
と
い
う
語
で
表
さ
れ
て
い
る
屯
の
も
あ
る
。
こ
の
語
屯
、

鷲
苧
匁
凝
卿
「
造
り
あ
げ
る
」
の
派
生
語
で
「
創
造
す
る
人
」
と
い

う
原
義
を
竜
つ
。

　
従
っ
て
、
之
等
の
語
で
表
さ
れ
て
い
る
「
手
工
業
者
」
に
は
、
織

工
（
け
9
揚
霞
窪
く
㌻
団
欝
）
）
、
絹
織
工
（
℃
轟
讐
二
幅
犀
，
養
）
“
鍛
冶
屋
（
ざ
芝
τ

第
蟹
又
は
犀
葭
彰
？
霧
蟹
）
、
黄
金
細
工
師
（
。
。
戸
μ
養
昌
犀
山
坂
簑
）
、
皮

革
工
（
舜
§
乞
畠
疑
ご
、
陶
工
Q
ハ
三
疑
ご
、
大
工
欝
剥
ぎ
ざ
）
、
油
搾

　
　
　
　
グ
プ
タ
覇
（
三
千
瞬
i
八
世
紀
）
即
度
社
会
の
一
考
察
（
申
）
（
佐
藤
）

り
入
禽
無
騨
m
ご
、
醸
造
者
（
軌
銭
5
象
ζ
）
、
樵
夫
（
甑
建
渉
舘
露
夢
）
、
理

髪
師
（
訂
ぼ
算
鼠
扁
窪
叉
は
、
昌
箇
覧
9
）
を
始
め
、
卜
者
（
犀
ξ
㌣
負
鴛
劉
貯
ピ
）
、

綱
渡
り
師
（
羅
こ
甘
）
、
手
晶
師
（
鷲
霧
完
鋤
彰
）
、
仮
面
俳
優
9
毎
匡
回
苧

島
峯
凄
劉
○
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
下
級
労
働
者
を
含
ん
で
い
る
。
彼
等
は

元
来
、
村
の
農
民
の
生
産
物
の
一
定
割
前
を
持
分
と
し
て
受
け
る
代

償
と
し
て
、
無
償
で
村
の
成
員
か
ら
委
託
さ
れ
た
仕
事
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
夢
％
。
臨
．
麹
．
講
昌
鷺
。
欝
．
い
わ
ば
、
村
異
奮

奴
隷
の
形
で
隷
属
せ
る
も
の
で
あ
る
。
法
典
類
に
は
、
理
髪
師
を
奴

隷
（
傷
ぎ
）
な
ど
と
共
に
、
首
陀
羅
の
内
に
数
え
て
い
る
騨
』
”
．
従

っ
て
、
グ
プ
タ
以
後
の
文
書
に
も
、
村
落
の
譲
与
の
場
合
に
は
、
往

六
彼
等
を
村
に
附
帯
し
て
譲
与
す
る
こ
と
を
記
し
た
事
例
が
あ
る
。

　
「
火
工
、
黄
金
細
工
人
、
及
び
理
髪
師
、
鍛
冶
屋
、
陶
工
、
樵
夫

　
な
ど
の
、
村
落
〔
手
工
業
者
〕
（
σ
q
野
崇
桑
犀
雪
帰
第
〕
ヴ
）
を
〔
村

と
共
5
撃
す
る
」
頴
纂
％
．
葛
．

　
「
織
工
、
σ
q
o
ぎ
昌
9
杯
、
・
醸
造
者
な
ど
の
、
手
工
業
者
（
℃
舜
貫
7

ξ
と
共
・
㌃
露
1
〔
・
あ
禁
〕
馨
す
る
」
鷲
牝
p

　
卜
σ
刈
一
i
も
ゆ
A
．
坤
ご
一
斜
　
紺
●

　
℃
・
目
高
P
｝
ど
b
Q
Φ
一
し
O
O
・

と
あ
る
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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グ
プ
潔
醸
W
（
西
紀
囲
－
1
八
世
慰
）
印
誕
雛
会
の
一
考
察
（
ゆ
）
（
依
曲
膿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
つ

　
　
「
油
商
人
お
よ
び
五
種
の
手
工
業
者
（
貯
毒
ヨ
箇
宣
）
を
奴
隷
鼻
室

長
§
）
と
し
義
与
と
～
」
瀧
塾
ゼ

ど
あ
っ
て
、
そ
の
身
分
の
低
か
っ
た
こ
ど
が
知
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、

グ
プ
タ
以
後
の
文
書
に
は
、
往
々
に
し
て
之
等
の
手
工
鼎
菜
此
磁
が
、
村

の
境
界
地
の
一
部
を
占
有
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
グ
プ
タ
文
書
に
、

　
　
「
〔
三
眠
露
①
曾
伽
9
ぎ
村
に
於
け
る
第
一
の
細
分
地
の
東
の
境
界
は
〕

雲
（
〈
茎
垂
壽
岡
・
莞
の
土
地
」
髪
窯
p
誰
詣
盤
p
凱

と
あ
り
、
ま
た
後
の
文
書
に
も
、

　
　
「
Q
）
M
二
半
江
観
9
村
に
於
け
る
⑤
O
＜
四
旺
影
の
土
地
の
〕
東
の
方

処
は
、
恐
謙
（
ξ
ぎ
）
に
属
す
診
箇
轟
曇
慰
炉
，

と
あ
る
。
彼
等
は
か
く
の
如
く
、
境
界
地
の
一
部
を
占
有
す
る
こ
と

．
を
許
さ
れ
る
代
償
と
し
て
、
所
謂
「
手
工
業
者
税
」
を
支
払
つ
た
の

で
あ
っ
て
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
「
〔
℃
O
犀
圃
属
望
以
下
の
町
村
を
〕
罰
金
、
関
税
、
手
工
業
春
〔
税
）

　
（
渥
冒
’
升
ジ
）
な
ど
の
、
す
べ
て
の
貢
租
（
棒
鼻
箇
饗
○
と
共
に
〔
譲
与

す
る
）
」
心
象
嘱
鞠

と
あ
る
は
、
そ
の
例
証
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
b
　
奴
隷
・
小
作
奴
隷

　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

　
マ
ヌ
の
法
典
（
竃
同
ピ
〆
譲
》
膳
H
伊
）
に
七
種
の
奴
隷
が
挙
げ
．
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
奴
隷
（
象
。
・
菖
の
轟
輿
は
区
女
で
あ
る
が
「
給
養
を

受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
隷
属
せ
る
奴
隷
」
（
三
尺
躍
凝
議
風
呂
と
あ
る

よ
う
に
、
個
々
の
王
族
に
入
身
的
に
隷
属
し
、
　
「
買
わ
れ
た
も
の
』

（
π
同
夢
）
、
「
譲
与
せ
ら
れ
た
る
も
の
」
（
島
曇
昏
昌
）
、
「
先
祖
か
ら
根
被

せ
ら
れ
た
る
も
の
し
（
緊
渦
輪
露
）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

物
晶
と
同
じ
よ
う
に
売
買
・
贈
与
・
根
続
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
奴

隷
は
、
蜀
3
ぎ
に
多
く
の
事
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
内
の
労
働
、

例
え
ば
、
水
汲
み
、
薪
割
り
、
食
事
や
身
の
ま
わ
り
の
世
話
な
ど
を

し
、
ま
た
他
蒙
に
働
き
に
出
さ
れ
て
、
そ
の
嘉
言
を
所
有
主
に
差
出

す
よ
う
な
、
日
傭
労
務
者
の
仕
事
を
す
る
も
の
、
な
ど
種
六
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
畿
蹴
．
㍉
臨
馨
龍
…
禅
門
鶴
Ψ
螺
夏
風
雄
雛
。

法
典
類
に
は
、
こ
れ
ら
の
奴
隷
を
コ
蒐
し
㊧
手
写
費
）
と
記
し
て
、

「
四
足
し
（
。
ぎ
霧
圃
愚
菰
＆
、
即
ち
「
家
畜
」
と
併
記
す
る
を
常
と

し
、
ま
た
「
先
祖
か
ら
相
続
せ
ら
れ
た
る
も
の
レ
¢
9
葺
津
p
）
と
も

記
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
族
の
重
要
な
財
産
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

誕
巴
門
ピ
2
峯
藁
9
朝
の
ω
裳
昧
蔚
p
ヨ
9
が
、
遺
産
雫
根
続
に
関
し
て
人
民
に

与
え
た
勅
令
に
、
縮
続
せ
ら
る
べ
き
故
人
の
財
産
（
亀
μ
§
S
と
し
て
、
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む
　
む

　
「
奴
隷
（
穿
向
斐
ム
幽
）
、
蒙
畜
（
9
罫
善
鷲
黛
）
、
動
晦
（
き
§
ε
、
穀

　
物
（
穿
謬
皆
）
、
家
塾
（
巽
凶
ぎ
）
、
土
地
Q
ハ
珍
・
慢
じ
」
羅
獣
馬
跳
悩
図
．

を
挙
げ
て
お
り
、
「
奴
隷
」
が
土
地
、
家
座
な
ど
と
共
に
家
族
に
属
し
、

そ
の
財
産
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
法
典
類
に
は
、
之
等
の

奴
隷
の
内
、
所
有
主
の
生
命
を
救
っ
た
り
、
ま
た
は
農
ら
金
属
を
蓄

え
て
賦
金
を
支
払
つ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
解
放
奴
隷
（
⊆
9
午

｝
ξ
・
）
」
の
身
盆
恥
べ
き
・
と
を
記
し
て
い
る
が
蟹
》
、
グ
プ

タ
以
後
の
文
書
に
は
、
実
例
が
見
当
ら
な
い
よ
う
で
る
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
但
し
、
鮮
ピ
尊
ジ
露
朝
の
O
Q
凶
≦
窮
ぎ
影
9
鮮
奉
迎
疑
ρ
⇔
の
文
書
に
、
こ
の

王
が
〉
覧
轡
職
村
の
婆
羅
門
の
団
体
に
、
そ
の
村
の
土
地
を
打
議
場

（
】
ハ
圃
属
ぽ
）
及
び
宅
地
（
σ
q
周
響
・
笛
）
と
し
て
、
各
H
鉱
≦
肖
§
婆
つ
つ

譲
与
し
、
さ
ら
．
に
、

弱
人
恥
御
蓼
（
豊
蓉
・
）
≒
驚
夢

を
譲
与
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
　
ρ
伽
色
同
鱒
9
は
鍵
臼
蝕
欝
の

想
勤
貫
欝
（
俗
語
）
の
形
で
、
鎚
亀
善
餐
は
、
マ
ヌ
の
法
典
（
ッ
啓
ピ
曰
く
層

b。
早
B
。
●
）
に
、

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

　
ヲ
乙
ぼ
鮮
ド
（
小
作
奴
隷
）
、
寄
客
細
事
§
琴
＆
、
牧
牛
者
（
讐
－

　
嵩
ぽ
）
、
首
回
羅
の
中
に
あ
っ
て
は
、
奴
隷
（
翁
・
・
菖
お
よ
び
理
髪

　
　
　
　
グ
プ
潔
翻
…
（
顧
客
闘
」
八
枇
龍
）
印
“
瓢
鮭
一
会
の
一
考
繊
螺
（
嶺
・
）
（
佐
繭
藤
）

　
師
（
熱
貰
〔
ド
）
」

と
列
挙
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
奴
隷
と
身
分
的
に
差
違
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
語
は
ま
た
、
＜
箇
搬
（
磨
H
①
Φ
）
に
、
錠
臼
養
あ
費
ジ

（
小
作
奴
隷
）
と
し
て
見
え
る
。
こ
の
語
は
、

　
「
半
分
の
（
翁
H
養
）
箪
（
。
・
躍
貯
）
」

と
い
う
意
昧
で
、
労
働
の
報
酬
と
し
て
、
作
物
の
半
分
を
得
る
耕
作

者
の
・
と
で
、
後
代
髪
書
案
え
る
ぎ
き
・
・
き
国
管
許
の

　
　
　
　
　
　
　
ク
あ
ウ
ン
ソ
ン

よ
う
に
、
地
主
た
る
農
民
の
農
具
を
以
て
、
そ
の
土
地
を
傭
工
の

形
で
耕
作
し
た
も
の
で
あ
．
ろ
う
。
し
か
る
に
、
後
代
の
文
書
に
は
、

被
譲
与
者
に
対
す
る
宅
地
と
共
に
、

　
「
小
作
奴
隷
（
三
日
蔓
【
；
μ
ニ
リ
塁
津
）
の
宅
地
、
（
σ
q
ぎ
冠
馨
ぎ
）
」

　
国
・
同
ζ
閑
．
℃
も
．
切
G
Q
一
鱗
P

　
＝
．
H
O
‘
…
ド
恥

を
譲
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
土
地
所
有
者
の
家
と
は
別
に
、

宅
地
と
家
島
を
も
ち
、
従
っ
て
、
家
族
を
も
つ
に
至
っ
た
も
の
も
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
c
　
隷
農

　
　
　
　
　
（

　
～
既
に
｝
四
爲
難
く
ひ
に
、
　
奴
抽
詠
（
伽
宮
の
9
）
－
こ
並
。
へ
て
、
　
之
と
は
別
に

ぎ
障
毒
餐
由
絢
饗
（
労
働
ふ
’
9
る
も
の
）
を
記
す
を
常
と
す
る
。
こ
の
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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グ
プ
タ
翻
｝
（
西
鵜
四
～
八
糠
鵜
）
印
…
膿
祉
会
の
～
考
祭
（
串
）
（
佐
藤
）

は
、
2
尊
影
曾
な
ど
の
法
典
註
釈
書
に
見
え
る
甥
§
髪
ζ
養
の
俗

語
の
形
で
あ
っ
て
、
家
族
に
隷
属
し
、
農
耕
そ
の
他
の
労
働
に
従
事

す
る
も
の
で
あ
る
。
法
典
類
そ
の
他
に
は
、
こ
れ
ら
の
隷
属
昆
を

「
保
持
せ
ら
る
べ
き
も
の
。
給
養
せ
ら
る
べ
き
竜
の
」
（
三
聖
蔓
呂
、

「
〔
家
族
内
に
〕
入
っ
て
き
た
従
属
者
。
害
客
」
　
（
三
眠
影
騨
σ
q
伊
ピ
夢
）
、

「
同
じ
籔
に
山
仕
る
も
の
」
（
8
μ
轟
3
、
乞
と
も
記
し
て
い
る
。
び
ξ
帥
聴
ド

に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
レ
爵
ド
饗
二
崇
ド
欝
（
叉
“
①
H
）
に
、

　
「
一
人
の
〔
搾
年
毎
づ
σ
汐
（
蒙
蓑
）
で
あ
る
〕
村
の
長
が
、
玄
μ
胤
曙
昏

　
　
つ
　
む

　
（
隷
僕
）
、
一
）
・
鼠
。
冨
罠
ζ
（
親
族
）
と
共
に
、
そ
こ
に
い
る
〔
村
）

　
四
か
：
：
・
∴
學
受
せ
ら
る
べ
き
村
ン
し
い
わ
れ
て
い
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
親
族
と
共
に
鑓
曇
影
μ
瓢
昌
（
蒙
長
）
に
隷
属
し
て

お
り
、
従
っ
て
、
ン
費
’
（
♂
寧
鍵
も
。
）
に
、

　
「
〔
王
の
作
物
が
〕
冤
蚤
議
参
（
農
罠
）
の
過
失
〔
に
よ
っ
て
破

　
損
せ
ら
れ
た
Ψ
と
き
は
、
罰
金
は
〔
王
の
〕
持
分
の
十
倍
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
つ

　
し
か
し
、
び
言
離
聴
ド
（
隷
僕
）
の
〔
責
任
〕
で
あ
っ
て
農
民
が
知
ら

　
な
い
と
き
は
、
罰
金
は
半
分
で
あ
る
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
収
獲
物
の
内
の
王
の
持
分
を
ご
ξ
沖
葦
（
隷
僕
）

が
損
つ
た
と
き
に
は
、
す
H
お
欝
｛
圃
露
（
農
民
）
即
ち
貯
ぶ
露
ヨ
σ
ヨ
（
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

長
）
　
一
か
”
て
の
醜
頁
．
任
を
〃
箕
っ
て
、
　
隅
認
＾
盆
を
み
軽
口
払
・
り
ベ
シ
。
こ
と
を
雪
口
づ
て

い
る
、
澄
み
に
、
ご
げ
〇
三
嗣
露
は
、
び
げ
。
輩
出
ρ
（
農
民
）
の
形
で
、

グ
プ
・
以
後
髪
書
に
贅
し
遍
き
鈴
、
夏
§
薮
の
代
り

に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
グ
プ
グ
朝
以
後
の
文
書
に
見
え
る
隷
農
と
し
て
は
、
前

掲
の
圃
紫
野
葺
寒
ゴ
犀
9
吋
魯
蕊
（
2
、
　
茸
竃
島
く
馬
匹
・
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
何
れ
も
噛
育
竃
憶
－
〔
肇
を
〕
牽
く
」
、

即
ち
「
鋤
く
」
の
派
生
語
で
、
　
「
耕
作
者
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら

の
隷
農
は
、
℃
餐
鷺
昌
≦
気
魔
二
℃
け
回
（
O
ぎ
⇒
鳥
養
畿
β
）
夢
↑
悶
の
女
）
の

譲
与
丈
書
に
、

　
　
ヘ
リ
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
む

　
「
隷
農
（
貯
湊
ぎ
ぎ
）
の
家
号
（
・
を
。
職
§
＆
と
共
に
、
（
）
霧
昌
餐

に
享
受
せ
ら
れ
て
い
る
享
叢
を
〔
譲
与
す
る
〕
」
忠
言
衝
け
瀞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
〉
い
言
凱
o
Q
自
一
）
0
8
碇
（
）
出
同
W
o
嵩
織
乙
げ

　
H
O
b
の
A
樽
く
。
野
区
図
9
困
）
・
鱗
曽
＝
．
H
m
…
ぼ
W
．

と
あ
る
よ
う
に
、
自
　
己
の
家
屋
を
も
ち
、
独
立
の
家
計
を
営
ん
だ
も

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

「
難
（
釜
・
ぎ
ε
と
共
に
〔
蒋
を
楽
し
た
〕
」
厚
意
ツ
塗

と
あ
る
よ
う
に
、
村
と
共
に
譲
与
せ
ら
れ
て
い
る
。
グ
プ
タ
文
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
〔
G
。
録
玉
村
を
〕
平
担
地
、
湿
地
、
山
地
と
共
に
、
住
民
9
琴

（　176　）



賦
・
望
§
3
と
共
に
〔
舞
葦
す
る
）
品
銃
．
ご
．
．

と
あ
り
、
グ
プ
タ
以
後
の
上
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
「
〔
Ω
昌
禽
な
ど
の
七
村
を
〕
入
民
（
〕
釜
旨
）
と
共
に
〔
譲
与
す

る
）
」
驚
曇
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
む
　
　
む

　
「
〔
9
警
も
醐
鴬
村
を
〕
耕
作
者
（
ぎ
三
多
）
と
共
に
〔
譲
与
す
る
〕
」

　
凶
一
ニ
タ
ワ
笥
曾

　
ド
幽
S

と
あ
っ
て
、
村
と
共
に
譲
与
せ
ら
れ
て
い
る
「
住
民
」
、
　
「
人
民
」
、

「
耕
作
考
」
な
ど
は
、
こ
れ
ら
の
隷
農
を
指
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
グ
プ
タ
時
代
に
印
度
を
遍
歴
し
た
中
国
の
僧
侶
た
る
法
顕
の

旅
行
記
に
、

　
「
釈
迦
が
心
し
て
か
ら
後
、
諸
国
の
王
、
富
豪
、
在
家
の
凪
道
考

　
が
、
僧
侶
た
ち
の
為
に
、
寺
院
を
建
立
し
、
田
地
、
宅
地
、
園
地
、

　
　
　
　
む

　
民
戸
、
牛
積
な
ど
を
供
養
し
、
鉄
製
の
地
券
に
書
き
記
し
、
以
後

　
相
伝
え
て
、
　
〔
そ
の
特
権
を
〕
廃
さ
ん
と
す
る
も
の
な
く
、
現
今

　
　
　
　
　
　
　
④

　
迄
続
い
て
い
る
。
」

と
あ
る
。
こ
の
記
載
は
、
印
度
側
の
銅
板
交
書
の
そ
れ
に
正
確
に
一

致
す
る
も
の
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
民
営
」
は
、
こ
れ
ら
の

隷
農
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
三
厩
に
、

グ
プ
タ
翻
制
（
西
紀
四
…
八
世
紀
）
印
農
社
会
の
一
鷲
、
畿
獣
（
寧
）
（
佐
驚
裾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
つ

　
「
℃
。
畠
村
三
体
を
、
奴
．
隷
（
費
・
豊
強
凱
【
じ
、
家
畜
（
。
ぎ
零
菩
－
犀
黛
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　

　
土
地
曾
吾
興
讐
）
、
隷
農
（
ぞ
曇
諺
玄
ζ
）
と
共
に
〔
譲
与
す
る
）
」

　
鍾
回
ご
騨

　
ワ
ω
同
Q
Q
堕
ご
●
①
i
N

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
傍
．
証
さ
れ
る
。
即
ち
、
法
門
の
記
せ
る
「
谷

戸
し
は
、
独
立
の
家
を
持
た
ぬ
「
奴
隷
」
を
指
す
の
で
な
く
、
こ
こ

に
い
う
家
持
ち
の
「
隷
農
し
に
、
ま
た
「
牛
績
」
は
、
　
「
蒙
畜
」
に
、

夫
々
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
右
の
丈
、
書
に
見
え
る
罫
曇
μ
ヨ
窯
同
筆
（
隷
曲
凝
）
と
い
う
語
は
、
元
来

「
蒙
族
（
ぎ
曇
驚
き
鍵
）
に
属
せ
る
も
の
」
、
即
ち
「
家
内
奴
隷
」
を
意

味
す
る
。
し
か
し
、
グ
プ
タ
文
書
に
見
え
る
ζ
う
葺
き
弾
ρ
は
、
境

界
地
を
膚
有
し
て
之
を
…
耕
作
せ
る
「
隷
農
」
を
表
し
て
い
る
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

ば
、
グ
プ
タ
時
代
の
く
該
ρ
げ
プ
一
王
ω
瓢
ρ
黛
碑
｝
博
匿
麟
　
が
、
ン
ぐ
“
臼
謎
【
昌
簿

村
の
境
界
地
の
内
か
ら
五
つ
の
細
分
地
を
譲
与
し
た
丈
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
第
一
の
細
分
地
は
、
移
越
し
て
層
ら
な
く
な
っ
た
隷
農
（
犀
午

蔓
・
ぎ
）
豊
鼠
穿
・
軽
〔
の
叢
〕
」
輩
ゆ
夢
霧
ピ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
第
二
の
緬
分
地
は
、
移
住
し
て
居
ら
な
く
な
っ
た
隷
農
に
属
せ

る
（
・
琶
ε
ω
ξ
姦
§
…
〔
の
土
地
）
」
驚
．
。

と
あ
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
土
地
が
譲
与
さ
れ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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グ
プ
タ
翻
…
（
薦
［
紀
m
隅
i
…
八
世
紀
）
印
匿
桂
会
の
一
考
然
酒
（
中
）
（
佐
藤
ゾ

多
く
の
事
例
に
よ
そ
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
麺
分
地
か

ら
成
る
一
人
σ
農
民
の
保
有
地
を
一
括
し
て
譲
与
す
る
の
が
例
に
な

っ
て
お
り
、
　
一
入
の
農
民
の
保
有
地
を
数
人
の
被
譲
与
者
に
分
翻
し

て
与
え
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
何
と
な
ら
ば
、
被
譲
与
考
た
る
婆
羅

門
そ
の
他
は
、
単
に
上
級
所
有
者
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
占
有
．
者

は
依
然
紀
の
農
民
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
隷
農
（
ゴ
膏
郎
げ
、
，

玄
貯
F
）
の
保
有
地
は
、
二
つ
の
細
分
地
を
属
せ
た
画
①
℃
駒
組
泌
く
鎚
霞
と

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
O
乱
黛
舞
に
於
け
る
、
当
時
の
一
壕
族
を
扶
養
す

べ
き
土
地
の
広
さ
、
即
ち
農
民
（
穿
妊
蒙
び
ぎ
）
の
持
分
地
の
大
い
さ

は
、
当
特
の
こ
の
種
丈
書
の
事
例
よ
り
帰
納
す
れ
ば
、
大
体
H
O
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

℃
抑
轟
勢
§
門
窪
で
あ
る
か
ら
、
右
の
隷
農
の
保
有
地
は
、
そ
の
半
数
に

も
及
ば
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
へ

　
ま
た
、
右
の
も
Q
昌
9
1
無
精
曙
邸
二
【
が
譲
与
し
た
五
つ
の
細
分
地
の
内
、

爾
余
の
三
つ
は
同
じ
隷
農
と
思
は
れ
る
屠
一
斗
爵
騨
と
い
う
竜
の
に
耕

作
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

　
［
、
第
三
の
纏
分
地
は
、
魏
節
伊
鋳
ρ
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
て
い
る
（
葺
9
，

互
・
ぎ
ご
ω
旨
葺
・
二
悪
〔
の
土
浦
窪
．
越
鐙

　
「
第
四
の
編
分
地
は
、
拷
㌶
9
貯
ド
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
て
い
る
H
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

　
℃
河
9
油
≦
薮
笹
の
面
積
〔
の
土
地
〕
」
貼
、
慌
町

　
「
第
五
の
細
分
地
は
、
溶
爵
【
高
屋
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
て
い
る
α

旨
ぎ
塁
の
齎
積
〔
の
土
地
〕
」
｛
擁

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
三
つ
合
せ
て
切
G
。
℃
宮
傷
聞
く
霞
搭
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

矢
張
り
一
人
の
農
民
の
持
分
地
の
大
い
さ
、
の
半
数
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
交
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
つ
　
　
　

　
「
隷
農
〔
何
某
〕
に
属
せ
る
（
。
・
翼
ζ
）
土
地
」

と
か
、
或
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
む

　
「
〔
隷
農
〕
何
某
に
耕
さ
れ
て
い
る
ρ
）
餐
ξ
甲
種
霞
）
土
地
」

と
か
、
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
見
て
、
永
続
的
な
占
有
権
が
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
家
族
を
も
つ
て
雪
暮

を
営
ん
だ
こ
れ
ら
の
隷
農
は
、
自
己
の
保
有
地
の
み
ぞ
は
生
計
を
営

み
得
ず
、
そ
の
余
剰
の
労
働
力
を
以
っ
て
、
近
接
の
保
有
者
を
異
に

せ
る
耕
地
を
小
作
人
の
形
で
耕
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

ク
ト
ウ
ン
ド
カ

隷
農
に
耕
作
さ
れ
て
い
る
前
掲
の
五
つ
の
細
分
地
の
境
界
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
へ

　
「
〔
第
二
の
緬
分
地
の
〕
東
は
婆
羅
門
O
Q
幾
詩
〔
環
9
に
属
す
る
げ
霞
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
ぽ
疑
轟
。
｝
露
の
土
地
、
購
は
婆
羅
門
≧
屡
ぞ
鼻
§
に
属
す
る
一
）
冠
斧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
財
崇
乙
。
鴇
ρ
の
土
地
、
酉
は
農
民
Q
窪
牌
ニ
ヨ
窪
己
竈
μ
○
画
論
ド
に
属
す
る

（　178　）



’

毒
・
悲
婆
諌
〉
号
量
に
属
す
皇
地
」
電
蓄
暫
舞

と
あ
る
よ
う
に
、
何
れ
も
保
有
者
を
異
に
し
た
、
婆
羅
門
ま
た
は
農

昆
の
土
地
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
に
梢
互
に
入
り
混
つ
た
土
地
を
、
夫

，
々
別
側
の
耕
作
者
が
耕
作
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ゼ
カ

の
文
書
で
、
移
住
し
て
居
ら
な
く
な
っ
た
隷
農
の
保
有
地
た
る
二

つ
の
細
・
分
地
を
、
恐
ら
く
同
じ
隷
農
と
思
は
れ
る
門
穿
【
舜
9
の
保

有
地
た
る
三
つ
の
細
分
地
と
合
せ
て
、
さ
睡
鳴
鐘
く
鴛
欝
（
大
略
、

一
家
族
の
持
分
地
に
相
当
す
る
）
と
な
し
、
之
を
婆
羅
門
に
譲
与
し

て
い
る
の
は
、
之
を
併
せ
て
賓
ζ
ζ
に
耕
作
せ
し
め
、
被
譲
与

藩
に
貢
納
を
な
さ
し
め
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

　
以
上
に
よ
っ
て
、
隷
農
以
下
の
隷
属
民
は
、
擬
罠
の
よ
う
に
村

内
に
「
持
分
地
」
を
持
た
ず
、
た
だ
境
界
地
の
一
部
を
占
有
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
、
家
屋
と
家
族
を
持
っ
て
独
立
の
家
計
を
営
ん
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

そ
の
占
有
地
の
大
い
さ
は
、
一
般
の
農
民
の
「
持
分
地
」
の
半
分

程
度
の
狭
少
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
隣
接
せ
る
婆
羅
門
や
農
民
の

保
有
地
の
一
部
を
小
作
の
形
で
耕
作
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
・
り
れ

る
。　

か
く
の
如
く
、
ぎ
讐
影
瓢
影
以
下
の
農
畏
と
｝
ハ
冒
巳
窪
以
下
の
隷

　
　
　
　
グ
プ
タ
麟
…
（
西
紀
四
i
八
世
紀
）
印
度
社
会
の
一
考
察
（
申
）
（
佐
藤
）

属
民
の
、
夫
々
の
土
地
占
有
の
形
態
を
考
察
し
て
み
る
と
き
、
始
め

て
麓
に
疑
問
と
し
て
お
い
た
問
題
、
即
ち
、
本
・
来
「
家
長
」
の
意
味

を
も
つ
た
夏
毒
げ
貯
が
、
何
故
グ
プ
タ
以
後
、
単
に
門
農
民
」
一

般
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
が
理
解
さ
れ
る
。

　
即
ち
、
グ
プ
タ
以
後
の
丈
戸
狩
に
見
え
る
写
暮
環
糞
び
写
は
、
確
か
に

農
罠
｛
般
を
表
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
農
異
は
、
　
「
隷
属

民
」
に
対
す
る
「
農
民
し
、
即
ち
、
村
内
に
「
持
分
地
」
を
も
ち
、

　
　
サ
バ
ユ

村
の
集
会
に
出
席
す
る
権
利
を
竜
つ
た
、
村
落
の
成
員
と
し
て
の
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ロ
ト
ラ

民
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
氏
族
の
分
解
過
程
に
生
れ
る
「

ク
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
レ
ぬ
ソ
ン
パ

支
族
（
小
氏
族
）
に
属
す
る
各
家
族
の
成
員
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、

村
の
土
地
に
対
す
る
持
分
権
を
も
た
な
い
「
隷
属
民
」
と
区
別
す
る

た
め
、
特
に
本
来
主
と
し
て
、
婆
羅
門
の
「
家
長
」
を
意
嘉
す
る

賓
μ
嚇
三
ゆ
げ
げ
と
い
う
語
を
用
い
て
、
　
そ
の
身
分
を
衷
し
た
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
尺
貯
う
難
ξ
営
の
内
容
が
変
遷
し
た
根
底
を

な
す
も
の
と
し
て
、
種
姓
の
混
渚
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
グ
プ

タ
時
代
に
種
姓
の
混
濡
が
甚
し
か
っ
た
例
証
は
、
多
く
之
を
挙
げ
得

　
　
　
　
　
⑤

る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
既
に
マ
ヌ
の
法
典
に
認
め
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九

（　Z79　）



　
　
　
　
グ
プ
μ
翻
…
（
縢
紀
瞬
一
八
世
艇
）
印
諏
麗
祉
会
の
一
考
察
（
摩
）
（
佐
蘇
｝
）

よ
う
な
9
、
ヨ
●
〉
ひ
。
◎
b
。
し
婆
羅
門
に
よ
る
農
耕
は
、
　
グ
プ
タ
博
代

に
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
文
書
の
終
り
に
は
、
被
譲
与
者
た

る
婆
羅
門
が
、
・
〈
の
土
地
を
「
耕
作
す
る
を
（
貫
箆
μ
暮
菩
）
何
人
も

妨
ぐ
べ
か
ら
ず
」
撃
昏
ド
馳
ミ
、
と
規
定
す
る
蓄
と
す
る
．
ま
た

刹
帝
利
の
子
が
耕
作
し
て
い
る
蕩
も
あ
る
警
劉
粛
p
．
従
っ
て
、

之
等
の
高
級
種
姓
の
家
長
を
意
味
す
る
こ
の
語
に
よ
っ
て
、
村
落
の

成
員
た
る
一
定
の
資
格
を
も
つ
た
農
民
を
表
し
て
毫
も
差
支
え
な
い

わ
け
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
村
は
主
幹
村
落
を
中
心
と
し
た
、
十
ケ
村
内

外
の
村
落
集
綴
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
各
村
落
は
、
後
述
す
る
支

族
（
騨
缶
3
を
結
合
の
紐
帯
と
し
た
各
家
族
（
犀
轟
霞
巳
）
δ
に
属
す

る
農
昆
（
区
営
二
瓢
｝
ご
を
根
幹
と
し
、
之
に
隷
農
、
手
工
業
者
な
ど

の
隷
属
民
を
加
え
た
も
の
を
そ
の
構
成
員
と
す
る
。
従
っ
て
後
述
す

る
よ
う
に
、
そ
の
内
の
一
村
の
土
地
が
、
譲
与
。
売
却
な
ど
さ
れ
て
、

上
級
所
有
権
の
転
移
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
必
ず
そ
の
村
の
支
族
の

長
（
ぎ
砦
竿
鷲
9
臼
昌
　
属
）
が
之
に
立
会
し
、
そ
の
直
接
責
任
者
と
な

っ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
、
多
分
に
血
縁
的
な
要
素
を
含
ん
だ
、
火

約
十
ケ
所
内
外
の
自
然
村
落
の
集
団
が
、
グ
プ
タ
時
代
に
於
け
る

「
村
落
共
同
体
」
（
O
麻
紙
）
で
あ
る
。

　C
　
王
領
地
と
緋
作
者

（

八
○

　
か
く
の
如
く
、
村
内
地
と
境
界
地
に
分
れ
、
祝
女
農
民
と
隷
属
民

に
保
有
せ
ら
れ
た
村
落
の
構
成
は
、
何
等
の
発
展
も
な
く
維
持
し
得

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
Q
Q
錠
毎
ム
養
σ
受
三
）
婁
の
名
に
於
て
、
そ
の
後
継
者
に
よ
っ
て
即
せ
ら

れ
た
文
書
に
、

　
「
〔
拶
。
話
慈
摩
村
を
〕
£
ζ
亀
（
鴛
簿
の
賦
課
と
共
に
、
騎
σ
貸
奉
｝
蝕
讐

鎌
碧
と
し
て
暮
す
る
．
よ
っ
て
馨
（
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン
　
カ
　
」
　
ル
　
カ
ー
農
民
・
手
工
業
者
）

　
に
よ
っ
て
一
（
中
略
）
一
穀
物
（
象
春
蚕
）
、
貨
幣
（
雨
曝
§
葦
）
な
ど

　
よ
り
成
る
、
す
べ
て
の
、
慣
例
の
村
の
貢
納
（
。
。
讐
づ
ま
窯
露
σ
q
吋
駒
－

　
辻
番
℃
国
字
図
醤
累
匿
）
げ
か
与
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
　
峻
て
し
て
、
　
今
か
ら

　
後
は
、
　
こ
の
　
〔
村
の
〕
9
ひ
q
強
剛
μ
疑
汗
9
に
よ
っ
て
、
他
の
村
な
ど
．

　
の
、
賀
租
の
義
務
あ
る
（
押
9
養
9
ド
）
農
民
（
騨
毒
心
ヨ
σ
ぎ
）
・
手
工
業

　
者
舞
既
鼻
呂
な
ど
は
、
〔
こ
の
村
に
定
住
し
、
そ
の
職
業
を
営
む

　
た
め
に
〕
同
3
1
入
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
然
ら
ざ
れ
ば
、
　
必
ず

・
豊
・
募
〔
の
特
琶
の
放
出
署
あ
る
か
ら
．
」
顕
圃
凱
蛭
黛
、

（　18e　）



と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
〔
畿
奪
プ
9
1
嵩
営
と
は
、
村
の
成
案
で
あ
る

が
ト
ウ
ン
ビ
ン

農
民
の
内
か
ら
選
ば
れ
、
p
σ
q
嘱
鼠
昌
羅
に
於
け
る
王
の
持
分
を
徴

　
朕
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
た
政
府
の
吏
員
（
満
鳥
一
際
㌶
〔
屡
3
で
あ
っ

て
、
同
時
に
村
の
利
益
を
も
代
表
し
て
い
る
。
右
の
丈
書
に
干
て
、

こ
れ
ら
の
〔
臨
戦
匙
昌
瓜
貯
σ
に
よ
っ
て
、
他
の
村
た
の
貢
租
の
義
務
を

　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン
　
カ
ヨ
ル
カ

負
っ
た
農
民
や
勧
工
業
者
が
そ
の
村
に
引
入
わ
れ
る
こ
と
を
禁
止

し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
大
休
次
の
二
つ

と
な
る
。
即
ち
そ
の
一
つ
は
、
王
室
へ
の
貢
納
が
減
少
す
る
こ
と
で

あ
夢
、
他
の
一
つ
は
、
王
領
地
の
労
働
力
を
滅
捜
す
る
結
果
と
な
る

か
ら
で
あ
．
る
。
こ
の
一
一
つ
の
理
由
を
更
に
研
凝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

境
界
地
の
…
耕
作
を
め
ぐ
る
、
王
と
村
藩
共
同
体
の
対
立
が
遡
解
せ
ら

れ
、
さ
ら
に
、
村
落
共
同
体
の
絶
え
ず
発
展
し
つ
つ
あ
る
一
面
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
先
づ
、
蓋
｛
至
へ
の
貢
納
が
滅
少
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
村
の
境
界
地
を
占
有
せ
る
隷
属
民
の
負

担
せ
る
税
賦
の
内
容
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
グ
プ
タ
末
期
の
鵠
。
冨
σ
q
葺
の
王
O
Q
鳥
。
『
蕩
鳥
暴
傷
。
く
澤
の
文
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
リ
　
ウ
　
む
　
じ

　
「
〔
冥
。
ぞ
無
諺
囲
乾
瓢
村
の
土
地
が
譲
与
せ
ら
れ
た
〕
外
部
の
住
民

　
　
　
　
グ
プ
タ
朝
（
麟
紀
照
一
八
轍
琶
郎
臓
祉
劣
募
察
（
寧
）
（
佐
藤
）

　
た
ち
（
～
．
苧
く
劉
ぢ
塁
）
、
お
よ
び
愚
民
た
ち
（
．
剛
珍
。
雪
質
二
二
）
に
よ

っ
て
…
警
固
の
質
禦
差
出
さ
る
べ
と
輩
ひ
ン
『
舞
踊
・

と
あ
E
る
。
〆
．
学
く
雪
曇
は
、
く
翻
営
「
住
民
」
に
、
接
頭
辞
く
一
「
離
れ

て
」
　
「
各
方
面
に
」
の
附
加
し
た
も
の
ぞ
「
外
部
の
住
民
」
の
意
で

あ
る
。
右
の
文
書
で
こ
の
語
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
詳
｝
6
貯
7

騨
髪
腓
「
農
民
レ
は
、
グ
プ
タ
以
後
の
丈
書
に
、
っ
農
民
た
ち
（
騨
・
。
幕
湯
響

姦
・
・
）
」
葬
、
癖
、
ま
た
竺
疽
住
民
た
る
餐
た
ち
（
℃
畢

藪
書
套
・
罫
・
・
琶
」
顯
ひ
許
や
な
ど
の
形
で
斜
面
量
・

（
農
民
）
の
代
り
．
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
っ
て
、
村
内
に
持
分

地
を
も
つ
園
講
毎
凱
）
汐
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
之
に
対
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
難
解
蓼
ぴ
（
外
部
の
住
民
）
は
、
境
界
地
に
住
む
隷
農
以

下
の
隷
属
民
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

こ
れ
ら
の
農
民
お
よ
び
隷
属
民
か
ら
「
す
べ
て
の
慣
例
の
質
納
」

が
な
さ
る
べ
き
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
語
は
グ
プ
タ
丈
書
に
心

見
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
、

　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
償
例
の
（
。
・
静
≡
崔
〇
三
露
）
玄
昌
σ
q
欝
ご
7
0
α
身
〔
ド
し
ハ
鴛
鈴
〔
な
ど
〕
の
貫
納

言
信
・
ε
蓋
墨
・
べ
し
」
鴛
斡
H
5
ρ

と
あ
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
、
竃
昌
u
窺
餐
は
、
「
土
地
所
有
雛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一

（　181　）



　
　
　
　
グ
プ
タ
朝
（
酋
紀
鱒
回
一
八
鷺
紀
一
）
糊
度
社
套
の
一
考
祭
（
中
）
（
儒
瀦
灘
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ト
ぬ
ソ
ン
ビ
ン

も
つ
も
の
」
、
即
ち
、
「
村
内
に
持
分
池
を
も
つ
農
民
」
、
よ
り
王
室
に

納
…
め
ら
れ
る
生
産
物
の
一
定
劇
前
で
あ
り
、
之
に
対
し
て
門
）
財
。
駐
〆
は

「
土
地
所
有
権
を
居
た
ぬ
耕
作
者
」
、
即
ち
、
「
境
界
地
の
一
部
を
占

有
せ
る
隷
属
民
」
、
よ
り
王
室
に
納
め
ら
れ
る
生
産
物
の
一
定
割
…
前
を

恋
す
る
匹
講
蓬
謬
・
盗
、
ぎ
は
黍
男
役
」
を
意

味
し
、
そ
れ
を
免
除
せ
ら
れ
る
代
償
と
し
て
の
「
人
頭
税
」
、
即
ち

蚕
置
を
意
味
す
る
軍
慮
誕
円
．
・
の
案
頭
税
に
も
、
農
民

と
隷
属
斑
に
よ
っ
て
区
別
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
．
即
ち
、
グ
プ
タ

時
代
の
肖
ρ
q
§
ρ
副
翠
玉
ン
鶏
⇔
傷
M
島
置
畳
≦
毒
回
養
⇒
　
の
、
文
書
（
五
世
紀

末
）
に
、

　
「
王
の
〔
尺
度
の
測
量
桿
で
測
っ
た
〕
面
積
で
込
の
O
鼠
≦
雪
国
倒
費
’
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
む
　
り
　
む
　
　

　
窯
a
象
舜
ヨ
と
い
う
耕
地
を
一
（
中
略
）
一
内
部
の
貢
租
（
毎
窪
プ

ぎ
9
、
強
制
労
働
よ
り
除
外
』
し
嘉
す
る
妬
髭
ぴ
幽

と
あ
る
。
こ
こ
に
兇
．
え
る
「
内
部
の
質
租
」
（
§
ミ
ェ
燈
一
コ
口
と
は
、

他
の
文
書
に
「
内
部
の
牧
入
」
（
〔
彰
欝
7
留
出
じ
と
も
記
さ
れ
て
い
る

も
の
で
、
「
外
部
の
牧
入
」
e
霞
触
箋
幽
｝
、
ε
、
に
対
す
る
も
の
で
あ
る

誓
罪
鋳
．
「
内
部
の
薪
」
は
、
村
落
内
部
に
擬
せ
る
．
欝
．
彫

よ
り
の
貢
租
で
あ
り
、
　
「
外
灘
の
牧
入
」
は
、
前
述
の
「
外
部
の
柱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

民
、
　
即
ち
’
境
爾
外
地
に
旨
層
住
・
せ
・
○
晶
隷
属
民
よ
h
ソ
の
皿
貝
秘
と
解
ふ
9
。
へ
き
．
・
て

あ
ろ
う
、
而
し
て
、
貢
粗
（
㌘
錘
6
は
、

演
例
の
ご
昇
・
ぴ
甚
算
・
艮
嘉
）
な
ど
の
貢
義
h
厨
劉
H
ひ

と
記
さ
れ
る
と
共
に
、
ま
た
他
の
グ
プ
ク
丈
書
に
は
、

　
「
〔
慣
例
．
の
〕
口
髭
σ
q
3
げ
7
0
σ
q
2
臼
嵩
扁
燭
麟
（
穀
物
〔
に
よ
る
貢
租
〕
）
、

琴
ξ
・
二
貨
幣
〔
に
よ
る
簡
潔
な
ど
の
貢
納
島
山
．
鴛
殆
、

と
あ
っ
て
「
穀
物
」
お
よ
び
「
貨
幣
」
に
よ
っ
て
置
換
え
ら
れ
て
お

り
、
貢
租
に
こ
の
同
種
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
爾
ほ
こ
の
外
に
、
隷
属
民
か
ら
は
、
「
土
地
所
有
権
を
持
た
ぬ
耕
作

　
　
　
　
の
　
　
り

者
か
ら
、
国
家
え
納
め
ら
れ
る
地
租
」
、
即
ち
　
，
ξ
）
髪
凶
翻
鴛
ひ
二
が
徴
せ

究
た
麺
嚇
叢
霧
駅
．

　
以
上
に
よ
っ
て
、
境
界
地
の
一
部
を
吉
癒
せ
る
手
工
業
者
を
始
め

と
す
る
隷
属
民
は
、
国
家
に
対
す
る
地
租
と
し
て
の
生
産
物
の
一
定

割
葡
、
即
ち
ε
）
鴛
節
奏
p
を
支
払
い
、
ま
た
、
王
室
に
対
す
る
地
租

と
し
て
の
畜
産
物
の
一
定
芝
葺
、
騨
ち
三
δ
唆
↑
と
、
入
頭
税
と
し

て
の
穀
物
並
び
に
貨
幣
を
以
て
す
る
貢
租
、
即
ち
良
昌
づ
饗
r
（
穀
物
）

と
三
養
づ
団
9
（
貨
幣
）
、
を
夫
々
賞
納
（
｝
》
始
業
箇
讐
ド
）
と
し
て
納
め
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（王82）



　
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
境
界
地
を
占
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
レ
ウ
ン
ピ
ン

せ
る
住
民
の
内
に
は
、
隷
属
民
の
外
に
、
村
の
農
民
の
次
男
以
下

に
し
て
、
村
内
に
，
持
分
地
を
柏
擁
し
得
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
．
境
界
地
の
譲
与
を
記
し
た
グ
プ
タ
文
書
に
は
、

　
「
＜
と
饗
村
の
．
酉
の
境
界
に
於
け
る
一
（
申
略
）
1
頃
7
鐸
爵
雲
影
。
・
9

　
　
　
　
バ
　
ド
　
ラ
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

　
と
い
う
共
有
地
に
於
て
、
農
民
（
差
響
餌
三
）
貯
）
罷
固
さ
露
野
島
の
持
分

〔
轡
ρ
墓
・
馨
ぎ
。
℃
的
琴
き
・
〔
の
竜
〕
」
即
い
　
嶋
鐸

の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ト
ウ
ン
ビ
ン
　
　
　
プ
ラ
ト
や
じ
ヤ

　
「
粟
共
有
地
に
於
け
る
農
民
業
の
持
分
地
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

と
記
せ
る
場
合
は
、
こ
の
農
民
は
村
内
に
持
分
地
を
も
つ
農
民
で

あ
っ
て
、
彼
が
境
界
地
に
在
る
未
分
謝
の
共
有
地
の
内
に
持
っ
て
い

る
「
持
分
地
」
を
表
す
。
し
か
る
に
、
こ
の
外
に
、
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
Q
」
富
賦
凹
村
の
〕
甫
の
境
、
界
に
於
て
、
煎
賃
民
（
揮
登
鋸
昆
）
言
）

　
　
　
　
　
む
　
　
コ
げ
　
つ
　
　
リ
　
　
ド
ド
い
　
の
　
　
む

　
く
鋒
智
謀
に
綴
制
さ
れ
て
い
る
（
回
）
三
訂
叢
μ
鐸
）
嵩
O
℃
簿
q
簿
ノ
μ
篇
夢
の

籍
の
捷
書
蓉
餅

の
よ
・
‘
3
に
、
単
．
に
、

　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

　
「
農
民
業
に
耕
さ
れ
て
い
る
土
地
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ト
ウ
ド
ン
ビ
ン

と
記
せ
る
場
含
が
あ
る
、
こ
の
場
合
の
農
民
は
、
村
内
地
に
持
分

グ
プ
ぶ
朝
（
西
紀
鴨
門
一
八
借
　
編
脚
）
印
度
祉
褒
の
一
考
撫
黙
（
虚
）
（
佐
藤
）

権
を
も
た
ず
、
村
会
の
詞
意
を
得
て
、
境
界
地
の
未
耕
の
一
部
分
を

占
有
し
、
　
之
を
耕
作
せ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
彼
等
は

「
土
地
所
有
権
」
を
も
た
な
い
と
い
う
点
で
は
、
隷
属
民
と
異
る
と

こ
ろ
は
な
い
わ
け
で
あ
る
、
　
　
　
　
　
　
尽

　
か
く
の
如
く
、
境
界
地
の
住
罠
が
脅
、
絶
せ
る
税
賦
の
内
容
が
明
か

に
な
る
と
、
前
掲
の
　
島
Q
【
二
戸
二
塁
讐
登
臨
｝
）
9
の
文
書
の
齢
半
が
理
解
さ

れ
る
。

　
即
ち
、
王
に
よ
っ
て
犀
Φ
〈
霧
斧
ひ
と
い
う
村
が
婆
羅
門
の
団
体
に

譲
与
せ
ら
れ
る
、
．
そ
の
譲
与
に
は
、
£
）
巽
節
鴛
9
即
ち
、
　
「
土
地
所

“
備
雄
椎
を
“
も
「
た
ぬ
境
級
罪
池
の
典
瓜
民
｝
及
，
び
麟
藤
厩
胃
軸
」
よ
h
り
轟
乙
迄
園
…
庫
菰
へ
幼
脚
め

ら
れ
て
い
た
棒
紅
こ
が
附
帯
せ
ら
れ
て
お
り
、
換
…
冒
す
れ
ば
、
免
除

せ
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
今
後
こ
れ
ら
の
境
界
地
の
住
畏
か
ら
は
、

「
慣
例
と
し
て
轟
ぬ
慰
～
王
盤
へ
納
め
て
い
た
一
戴
物
。
貨
獣
串
φ
な
ど
の
門
口

租
」
、
即
ち
一
、
外
部
の
貢
租
」
の
み
を
、
被
譲
与
者
た
る
婆
羅
門
の

囹
称
に
貢
す
れ
ば
よ
い
。
す
る
と
、
姐
の
村
鳶
め
境
界
地
に
住
ん
で

い
る
農
民
や
手
エ
業
者
な
ど
の
隷
属
昆
は
、
こ
の
地
租
免
除
の
土
地

へ
移
住
ふ
9
・
O
や
こ
、
劇
・
り
の
撚
榔
属
民
か
ら
着
鵬
め
ら
れ
・
○
鵡
貝
納
一
・
は
、
グ
プ

タ
文
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三

（　183　）



　
　
　
　
グ
プ
ぶ
朝
（
蒲
鵜
瞬
－
八
歎
龍
）
印
度
祉
金
の
一
奮
嬢
（
唯
）
（
鷹
蕪
榊
）

　
憂
物
↑
蝿
％
牛
王
き
〔
に
よ
る
貢
租
〕
（
籠
饗
）
、
貨
幣
〔
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
の

　
る
貢
租
〕
9
陣
門
猛
爆
ε
な
ど
の
、
償
例
の
村
の
貢
納
」
？
n
影
憲
。
賦
欝

讐
・
挙
峯
言
意
）
一
舜
漏
斗
二
丁
姦

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
村
へ
の
貢
納
と
し
て
、
　
一
応
村
へ
納
め

ら
れ
、
改
め
て
そ
の
内
の
一
定
割
前
が
、
婆
羅
門
の
団
体
に
貫
せ
ら

れ
る
。
從
っ
て
、
こ
れ
ら
の
隷
属
民
が
あ
る
村
の
境
界
地
へ
移
住
す

る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
そ
の
村
の
図
入
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
従
う

て
、
そ
の
村
の
成
愚
ハ
で
あ
っ
て
、
村
の
利
益
を
代
表
す
る
〔
姦
餐
7
早

識
騨
節
は
十
隔
を
歓
迎
す
ド
る
。
王
｛
奮
へ
鵡
撒
租
を
納
め
る
躍
義
務
を
套
、
つ
た
こ

れ
鉱
の
〃
盤
景
や
’
学
近
点
果
の
．
免
税
地
へ
の
移
麓
は
、
そ
れ
だ
け
王
胤
皿
へ

の
牧
入
を
滅
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
之
を
禁
止
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
次
に
こ
れ
ら
の
境
界
地
の
住
民
た
る
含
益
や
手
工
業
考
の
移
住
に

よ
っ
て
、
王
領
地
の
労
働
力
が
減
少
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
王
領
地
そ
の
も
の
に
つ
い
て
老

え
る
必
要
が
あ
る
。
グ
プ
タ
以
後
の
丈
書
に
、

　
　
「
村
か
ら
外
へ
轟
さ
れ
た
も
の
は
、
王
の
所
有
物
で
あ
る
」
（
σ
q
巴
㍗

　
・
§
；
夢
醤
唱
易
ギ
芝
葺
・
巳
背
黒
評
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

と
あ
・
る
よ
・
り
に
、
本
・
恵
小
、
村
の
境
晒
か
外
の
未
鍬
耕
地
は
、
す
べ
て
王
無
糖

泡
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
縫
作
さ
れ
て
い
る
人
身
池
は
、
村
の
境

憎
昇
地
の
一
部
を
小
賞
ん
．
て
い
る
。
蝋
∵
凡
ば
、
グ
ブ
タ
時
代
　
の
　
く
巴
巴
）
鴨
島

　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

王
も
e
団
『
臼
び
、
〔
二
潤
。
が
ン
、
㌶
傷
塁
p
繋
二
朽
に
あ
．
る
、
王
領
地
9
a
冗
長
｝
ρ
○

の
内
か
ら
五
つ
の
継
分
地
を
譲
与
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
細
分
地

は
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
む

　
「
〔
累
費
智
。
。
鍵
9
村
の
〕
北
の
境
界
（
。
・
冒
婆
づ
）
に
於
け
る
五
つ
O

　
細
分
地
」
即
』
6
・
噂
図
隔
．
お
占

と
あ
っ
て
、
　
こ
の
王
領
地
は
村
の
「
境
界
し
、
即
ち
「
境
界
地
の
一

部
」
を
含
め
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
グ
プ
グ
以
後
の
文
書
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
「
〔
○
ぎ
鷹
宕
碧
ヨ
〕
村
の
北
の
方
処
（
象
警
）
の
西
北
の
角
の
H
O
O

　
℃
徴
即
よ
り
・
成
る
土
地
〔
を
譲
与
す
）
。
そ
の
境
界
は
：
・
…
葉
．
は

　
塾
緯
か
g
ミ
・
ぢ
亨
喜
惣
・
三
ご
が
ド
撮
り
鵡
ボ
E
斡

と
あ
．
つ
て
、
こ
の
王
領
地
も
や
は
り
、
村
の
「
方
処
」
、
即
，
ち
「
境

界
池
」
の
一
部
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
．
境
界
地
を
占
有
し
、
之

を
耕
作
す
る
も
の
は
、
隷
農
以
下
の
隷
属
驚
、
及
び
持
・
分
地
を
持
た

ぬ
農
斑
で
あ
．
る
。
従
っ
て
、
王
領
地
の
樽
作
も
ま
た
彼
等
に
よ
っ
て

・
な
さ
れ
た
・
も
の
と
せ
ね
即
実
な
ら
ね
．
、
こ
れ
ら
の
「
、
村
か
ら
界
「
へ
出
さ

（　184　）



れ
た
竜
の
」
、
即
ち
「
境
界
地
の
隷
属
民
」
は
、
謂
わ
ば
王
の
直
接
支

配
力
の
及
ぶ
人
民
で
あ
り
、
正
に
「
王
民
」
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で

あ
る
、
グ
プ
タ
以
後
の
丈
欝
で
は
、
皆
掛
の
隷
属
民
を
往
女
「
圏
羅
τ

冒
乙
麟
（
隷
属
昆
）
」
と
い
う
語
で
表
は
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
「
℃
緊
詳
凶
く
四
も
。
凶
昌
（
住
民
）
　
鬼
～
ち
・
：
：
・
お
よ
び
ふ
ヲ
ベ
て
の
憶
鐸
球
懸
9
⇔
群

（O

@
O
　
O
隷
属
民
）
た
ち
」
顕
二
暢
Σ
・
．
製

　
「
箕
㌶
ぞ
舘
苧
℃
碁
零
犀
｛
軍
（
住
民
た
る
農
民
）
、
お
よ
び
甘
票
も
凹
雛
題

　
（
Q
O
O
隷
属
民
）
な
ど
」
募
属
チ
ρ

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
「
〕
舘
彰
仁
山
欝
（
隷
履
民
）
お
よ
び
｝
鼠
戸
。
鐸
6
掴
鐸
9
（
農
民
）
』

　
鉾
び
　
強
．

　
　
　
せ

　
H
）
・
腿
P
ピ
ω
や

と
あ
る
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
、
こ
こ
に
見
え
る
℃
養
叶
守
器
ぎ
（
住

民
）
、
一
）
馨
讐
惑
乱
（
住
民
）
、
駐
剛
ざ
欝
マ
貯
嘆
窪
（
農
民
）
な
ど
は
、
何
れ

も
村
の
成
員
た
る
農
民
（
犀
轟
戸
彰
比
）
ぎ
）
を
表
す
こ
と
は
前
述
し
た
。

》
羅
5
鳶
黛
“
と
い
う
語
は
、
〕
影
多
（
人
）
と
回
二
重
（
足
）
の
複
合
語

で
、
本
来
「
入
民
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
そ
し
て
、
〇
三
三
朝
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
（
｝
こ
蓉
冒
に
拠
っ
た
ω
夢
王
朝
の
碑
交
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
貯
讐
餐
（
都
市
民
）
、
翌
翌
竜
銭
麟
（
〔
村
落
〕
隷
属
民
）
を
、
貢

　
賦
算
門
碁
○
、
賦
役
（
＜
三
斜
）
よ
夢
免
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」

グ
プ
タ
朝
（
藤
鼎
一
澱
！
八
借
ド
融
じ
印
庶
腱
鮭
「
会
の
一
考
庶
隅
（
寧
）
（
佐
藤
）

　
ρ
｝
v
．
な
仁
■
酬
■
や
H
ρ
一
一
・
嶺
i
（
野

　
剛
白
‘
r
沼
’
剛
）
．
腿
・
ど
＝
●
尉
α
一
白
◎

と
あ
っ
て
「
都
市
済
し
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
熾
り
、
王
の
直
書
の

支
配
下
に
在
る
都
市
の
住
民
と
同
じ
く
、
そ
の
直
接
支
配
を
受
け
る

村
落
の
隷
属
昆
を
指
せ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
グ
プ
タ
文
書

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
G
o
o
詳
簿
村
を
〕
住
民
（
℃
簑
甑
鵡
畢
サ
崇
『
）
と
共
に
〔
譲
与
す

　
　
　
ρ
冒
　
H
。

る
㌫
．
b
・
鋒
H
』
．

と
あ
り
、
グ
プ
タ
以
後
の
文
書
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
「
〔
Q
易
禽
な
ど
の
七
宮
を
〕
人
民
（
愛
一
養
）
と
共
に
〔
譲
与
す

る
）
」
鷲
跳
、
憎
轟

の
よ
う
に
、
王
が
こ
れ
ら
の
隷
属
民
を
村
と
共
に
譲
与
し
て
い
る
の

は
、
こ
れ
ら
の
齢
麟
属
民
が
、
王
の
支
配
下
に
直
接
隷
概
し
て
い
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
村
内
地
に
住
む
農
民
は
、
潮
け
支
朧
を
蒙

る
こ
と
が
聞
接
的
で
あ
っ
て
、
穫
葺
は
土
地
を
媒
介
と
し
て
、
徴
税

を
通
し
て
（
兵
役
の
面
は
来
詳
）
閥
擾
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
，
従

っ
て
、
グ
プ
タ
以
後
の
影
し
い
村
落
謝
よ
び
田
地
の
譲
与
・
文
書
の
内

　
　
　
ヶ
ト
ウ
ン
ビ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ

に
も
、
「
農
民
の
土
地
」
を
譲
与
す
る
事
例
は
兇
ら
れ
る
が
、
「
農

ン
ビ
ン

民
そ
の
も
の
」
を
村
落
叉
は
土
地
と
共
に
譲
与
し
て
い
る
纂
例
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五

（　185　）



　
　
　
　
グ
プ
ぶ
朝
（
衛
…
綱
脚
瞬
囲
…
八
柵
ド
翻
脚
）
印
蹴
脚
祉
金
の
一
考
鰍
照
（
購
・
）
（
嬬
脾
藤
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

私
晃
の
智
能
に
於
て
は
｛
例
も
存
し
な
い
．
．
穣
等
は
勲
爵
の
．
庸
住
せ

る
村
落
の
内
部
に
、
永
久
に
相
続
す
べ
き
持
分
地
を
持
っ
て
》
9
、

之
を
通
し
て
村
に
絃
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
王
は
徴
税
組

織
を
通
し
て
、
村
落
共
同
休
を
把
握
し
て
お
れ
ば
、
彼
等
を
支
配
し

得
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
境
界
地
に
住
む
隷
属
昆
は
、
持
分
地

を
勝
た
ず
、
村
の
土
地
を
占
有
せ
る
に
ナ
ぎ
ず
、
こ
の
点
移
動
は
濤

由
で
あ
る
。
渋
顕
の
旅
行
記
に
、

　
「
こ
こ
9
｛
霧
ぼ
黛
じ
か
ら
南
は
一
（
要
略
）
1
戸
籍
や
官
法
が
な

　
く
、
た
だ
王
地
を
耕
作
す
る
者
だ
け
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
生

　
壼
物
の
一
定
劇
暑
を
差
出
し
て
お
り
、
そ
の
土
地
か
ら
離
れ
よ
う

　
と
思
え
ば
、
離
れ
て
も
よ
く
、
　
定
住
し
よ
う
思
え
ば
、
　
定
住
し

　
　
　
⑤

　
て
も
よ
い
。
」

と
あ
る
の
は
、
こ
の
聞
の
事
情
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

論
…
掲
の
く
巳
葬
）
囮
島
王
6
Q
㍊
〔
鼠
諏
聴
ピ
輯
が
、
五
つ
の
細
分
地
を
譲
与

し
た
文
書
に
は
、
そ
の
内
の
“
一
つ
を

　
「
移
動
し
て
届
ら
な
く
な
っ
た
（
暮
魯
曇
声
）
隷
農
（
画
一
妊
帰
ヨ
三
掴
ご

〔
に
属
せ
る
潅
爺
童
舞
焦
眉
、
馴
．
占
ピ

と
記
し
て
い
る
．
｛
・
ぎ
暮
は
、
宰
紺
＼
謝
、
，
「
消
減
す
る
」
「
移
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

す
る
」
の
派
生
語
で
、
「
滴
滅
し
た
」
「
移
住
し
た
」
の
意
味
で
あ
っ

て
、
こ
こ
で
は
…
，
逃
亡
し
た
」
と
い
う
意
映
　
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
王
は
之
等
の
隷
属
民
を
人
身
的
に
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
王
領
地
を
排
す
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
隷
属
民
の
み
で
な
く
、

　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

村
内
の
農
民
も
亦
こ
劇
に
参
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
既
述

　
　
　
　
　
　
ク
ト
ウ
ン
ビ
ン

し
た
よ
う
に
、
農
民
が
村
内
の
持
分
條
地
を
漏
す
に
は
、
六
頭
程

度
’
の
牛
に
牽
か
れ
る
箪
を
便
用
し
て
い
る
が
、
グ
プ
ク
以
後
の
文
書

に
は
、
王
が
村
落
を
譲
与
す
る
場
合
に
、
之
に
与
え
る
特
権
と
し
て
、

以
．
後
、
牝
牛
、
牡
牛
を
提
供
す
る
菱
務
を
免
除
す
る
こ
と
を
記
し
た

も
の
が
素
見
す
る
。
例
え
ば
、
グ
プ
タ
縛
代
の
く
駒
犀
蘭
塔
ハ
9
諸
王
の

文
書
に
は
、
例
外
な
く
、

　
「
連
続
の
牝
牛
・
牡
牛
な
く
」
（
〔
ユ
露
讐
欝
署
ぴ
峯
磯
9
σ
鶴
ぞ
鴛
餌
無
二
〕
）

　
○
ゴ
H
こ

　
7
卜
3
Q
◎
Q
Q
v
劉
め
メ

と
記
さ
れ
て
お
り
、
又
℃
島
聞
く
9
朝
の
文
．
書
に
は
、

「
連
続
の
牲
婁
く
」
（
§
崔
・
・
’
三
ぎ
ぎ
9
’
慧
琴
爵

と
あ
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
、
之
は
王
頒
地
の
面
作
の
時
期
に
、

牽
を
糞
く
一
連
の
頭
数
の
牛
を
、
村
の
農
民
か
ら
一
定
浅
聞
讃
さ
せ

る
・
と
を
認
の
で
あ
ろ
癒
譲
属
民
は
剛
…
…
み
．
．
二
審

（ユ86）



の
よ
う
に
、
土
地
所
有
考
の
饗
具
を
勝
い
て
そ
の
土
地
を
母
樹
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
箪
を
持
た
ず
、
従
っ
て
牛
を
持
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
レ
ウ
ン
ビ
ン

ぬ
か
ら
、
之
等
の
牛
を
提
供
す
る
も
の
は
、
村
の
農
民
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。

　
惟
う
に
、
王
領
地
の
排
作
の
主
体
と
な
る
も
の
は
、
境
界
地
の
隷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
モ
ウ
ン
ビ
ン

属
民
で
あ
る
が
、
耕
作
期
に
は
、
村
の
農
昆
も
ま
た
臨
時
の
賦
役

と
し
て
薇
臥
せ
ら
れ
た
に
椙
違
な
い
。
グ
プ
タ
丈
書
に
、

　
「
9
｛
銭
飼
一
夢
色
心
凶
村
を
〕
生
ず
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
強
制
労
働
と

共
に
（
・
・
婁
昌
§
劉
・
琴
葺
凶
音
）
〔
譲
・
丁
す
る
品
鍬
ゴ
メ

と
あ
・
り
、
叉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
「
欝
一
例
の
：
：
：
｝
頁
納
帽
を
差
卜
す
「
べ
し
。
　
そ
し
て
｛
輩
仕
に
赴
く
べ

し
寮
・
竃
・
ぎ
三
・
三
重
琶
黒
鍵
調
　
5

と
あ
る
、
　
「
強
制
労
働
」
や
「
奉
仕
」
，
の
内
に
は
、
こ
の
種
の
賦
役

が
含
ま
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
．
か
く
の
如
く
、
王
領
地
の
耕
作
者

の
こ
と
が
明
か
に
な
る
と
、
爾
述
の
ね
§
些
傷
峯
σ
q
償
℃
欝
の
丈
．
書
の
後

半
が
理
解
さ
れ
る
。

　
即
ち
、
村
女
の
境
界
地
の
一
部
を
含
む
王
領
地
に
住
む
こ
れ
ら
の

移
動
し
易
い
難
民
（
隷
農
や
持
分
地
を
も
た
ぬ
農
民
）
や
手
工
業
者

　
　
　
　
ゲ
プ
ぶ
翻
脚
（
菰
熱
一
糊
門
一
八
樵
…
撫
　
）
臨
癖
雌
祉
ム
皿
の
一
潔
・
鰍
姻
（
乱
甲
）
（
彷
螺
騒
）

　
ウ
バ
リ
ヵ
ラ

が
地
秘
を
免
「
ぜ
ら
れ
た
簿
σ
⊇
讐
圃
易
犀
へ
移
住
す
る
こ
と
は
、
そ
の
村

の
労
働
力
を
増
し
、
境
界
地
の
未
耕
地
の
耕
作
が
促
進
さ
れ
る
か
ら
、

【
嚥
餐
｝
藁
冠
弾
p
は
之
を
歓
迎
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
王
領
地
の
耕

作
に
主
要
な
労
働
力
を
提
供
す
る
隷
属
民
の
移
住
は
、
そ
れ
だ
け
王

領
地
の
労
働
力
を
減
少
．
す
る
絃
果
と
な
る
．
．
そ
こ
で
Z
を
禁
止
し
て

い
る
の
で
あ
．
る
。

　
か
く
の
如
く
、
村
落
共
同
体
は
、
未
繰
の
境
界
地
を
開
拓
し
て
そ

の
牧
入
を
増
す
た
め
、
他
の
津
々
の
隷
属
民
を
引
入
れ
る
こ
と
に
努

め
、
王
は
村
の
境
界
地
の
一
部
を
含
む
王
領
地
の
主
要
な
耕
作
考
で

あ
る
之
等
の
隷
属
民
を
確
保
せ
ん
と
す
る
。
か
か
る
両
者
の
対
立
が
、

偶
々
婆
羅
門
へ
の
免
税
地
の
譲
与
に
当
っ
て
、
文
書
の
上
に
表
わ
れ

た
竜
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
か
か
る
両
考
の
対
立

の
聞
に
あ
っ
て
、
漸
次
勢
力
を
得
る
に
至
る
も
の
は
、
箭
述
の
、

夢
。
σ
・
蓉
ド
、
誓
鐸
｛
蒼
、
p
婆
シ
鏑
冨
な
ど
の
村
落
共
同
櫨
内
部
の
有

力
者
で
あ
る
。
彼
等
は
、
そ
の
村
の
成
曇
で
あ
る
農
異
（
一
章
ワ
言
旨
ジ
）

の
内
か
ら
選
ば
れ
、
王
室
へ
の
｝
頁
租
の
徴
牧
を
委
住
せ
ら
れ
た
「
官

吏
」
⑤
伽
窯
ζ
瑳
鴛
藁
）
で
あ
っ
て
、
政
治
権
力
と
絆
び
つ
い
て
お
り
、

例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七

（　lv“7　）



　
　
　
グ
プ
タ
朝
（
種
紀
閃
［
…
・
八
世
仙
潟
）
印
鷹
酒
糠
．
会
の
一
瀬
フ
旗
階
（
中
）
（
佐
蔽
陣
）

「〔

j
◎
電
装
二
島
村
の
〕
　
①
剛
婆
ぽ
の
土
地
を
1
中
略
1
ぴ
7
0
σ
q
圃
㌘
ゲ

寓
鼠
鳥
ぎ
護
窪
に
勤
翻
せ
ら
れ
て
〔
譲
与
す
る
〕
」
貯
帥

　
℃
・
①
ρ

　
一
一
曾
H
H
u
i
H
刈
．

と
あ
る
よ
う
に
、
王
に
上
申
し
て
境
界
地
の
一
部
を
、
す
べ
て
の
貢

粗
を
免
じ
て
譲
与
せ
し
め
、
又
、
前
述
の
門
嚥
挺
同
昌
H
汗
9
の
よ
う
に
、

そ
の
免
税
地
へ
、
他
の
村
高
の
隷
属
民
を
引
入
れ
、
漸
次
在
地
の
地

主
費
族
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
等
こ

そ
グ
プ
タ
時
代
に
続
く
ズ
＆
遷
鐸
陪
．
代
に
「
9
蓼
葦
祠
，
ぎ
瞠
戸
募

（
地
主
貴
族
）
」
と
し
て
、
文
、
同
教
徒
時
代
に
「
撃
が
窮
鼠
鳥
碧
（
地

主
貴
族
）
」
　
と
し
て
現
わ
れ
る
在
地
の
地
主
貴
族
に
系
譜
的
に
連
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

（D（i）’

く
一
℃
①
呪
（
9
諜
）
－
P
鵠
で
似
霊
罵
P
一
苧
く
P
門
必
鱒
貯
・
＜
p
ご
7
0
σ
q
罵
○
一
画
3
p
P
鐸
“
隅
♂
醗
算
獅
立

O
く
O
（
①
片
O
）
σ
q
夙
縛
ゴ
p
二
人
開
O
｝
陳
拶
7
，
9
も
晴
ρ
・
び
プ
艦
門
門
P
－
℃
蹄
翫
O
訓
「
P
げ
9
ヴ
罵
げ
三
　
慨
（
P
⇔
－

陣
p
負
－
ご
二
9
1
昌
一
楓
向
伽
・
：
・
：
｝

O
岸
？
岸
蕊
5
影
げ
坤
あ
舘
づ
。
件
P
二
戸
三
＝
（
μ
虜
。
。
団
別
〔
帥
）
：
・
：
・
…

（
罵
●
目
¢
メ
く
．
℃
。
切
α
℃
葺
．
ピ
所
引
）

｝
ハ
露
｝
一
観
肖
2
ソ
曲
P
ロ
‘
鵬
P
智
一
一
開
創
・
O
鳥
．
げ
温
順
。
Q
℃
川
“
一
二
釦
囲
曜
測
訟
曇
9
ー
ワ
團
く
帥
凱
げ
拶
｛
P

同
Q
◎
陸
島
M
一
）
・
ω
笛
Q
Q
j

9
匹
属
割
・
槻
ρ
〈
粋
耀
（
二
日
頃
「
ゴ
副
吋
ご
9
ぬ
回
P
劉
回
頓
　
四
二
森
－
鵬
p
〈
9
ぢ
鴇
ノ
．
凹
マ
9
1
蔦
一
｝
ご
μ
聞
訂
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

　
　
O
蔚
件
二
7
㈹
9
〈
⇔
彰
偽
嘱
μ
ゴ
P
論
一
画
訓
⇒
訓
ぢ
島
く
苧
茜
P
〈
P
召
　
び
「
P
一
．
二
影
斜
・
σ
q
プ
闘
二
一
餌
H
昌
・

　
　
｛
ニ
プ
闘
属
饗
㌣
田
⇒
μ
一
，
P
H
）
餅
門
　
臨
回
9
鳥
－
顕
ρ
〈
P
彰
同
⇒
P
畠
甥
〉
．
μ
こ
ご
μ
憂
7
p
一
ヨ
昌
・
圃
二
一

　
　
一
P
二
回
側
－
〈
閂
◎
び
ρ
ー
ザ
P
一
帥
－
轟
！
．
ρ
図
O
冨
P
　
門
構
く
卸
銘
　
　
ご
プ
函
5
μ
一
属
開
く
P
げ
図
P
件
O
　
　
け
9
紳

　
　
岸
；
｝
鴛
回
で
罰
甑
く
闘
q
び
P
仲
帥
｝

③
拶
．
○
諺
㈹
三
趙
9
三
く
暮
沖
8
営
｝
考
8
三
ぎ
a
p
（
噌
一
拓
ぎ
島
葺

　
　
囲
．
｛
一
い
仲
O
ユ
O
P
一
ρ
ロ
瀞
巴
峰
Φ
『
罵
・
＜
（
二
6
一
臼
。
幽
）
’
刈
弧
①
鯵
）
所
引
。

④
　
芝
山
酬
櫨
π
（
佛
国
詑
）

　
　
宮
佛
魑
魅
渣
後
、
諸
親
王
・
長
者
・
居
士
、
為
衆
僧
起
精
舎
、
供
養
田

　
　
宅
・
圃
騰
・
民
一
戸
。
牛
檀
、
鉄
紐
一
書
録
、
後
王
絹
偉
一
、
熱
敢
廃
緊
弔
、
翌

　
　
瓜
噂
不
絶
。
　
（
足
立
喜
山
ハ
氏
碧
「
法
顕
撫
揮
」
・
校
鋤
酬
本
山
ハ
九
頁
に
搬
∵
O
）

⑤
①
　
「
〔
O
。
く
鍵
重
い
ぼ
霧
℃
乱
騰
ρ
村
の
西
南
境
界
に
於
る
〕
（
｝
。
ポ
ξ
の

　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
　
特
〃
分
地
（
暇
p
ξ
畠
p
）
同
ω
O
質
訓
鳥
浜
く
p
諄
ρ
」
（
劉
・
目
4
屡
・
ワ
Q
o
・
歴
一
・
b
Q
刈
）

　
　
　
「
0
7
津
箪
が
p
珍
ぴ
己
累
蹟
村
の
北
の
境
界
に
於
け
る
懸
》
ゴ
議
「
彰
臨
画
ρ
の

　
　
　
　
ゆ
　
む
　
む

　
　
　
睡
狩
稗
が
地
同
O
O
℃
縄
ハ
一
測
～
．
冨
P
」
（
圃
ご
幽
猶
一
．
鱒
G
◎
．
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
リ
　
む

④
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＆

③

「
ン
蹟
P
偶
訂
9
彊
脚
村
に
於
け
る
、
農
脱
（
扁
｛
三
ヨ
三
v
葺
）
涼
く
9
喉
P
の
い
狩
分
重

H
戯
O
℃
刺
（
鵠
・
：
；
：
↓
凱
一
）
P
な
6
ヴ
，
P
村
に
於
け
る
］
》
プ
一
超
O
巳
白
P
の
待
分
留
地

H
O
O
隅
）
鋼
餌
鮮
し
（
削
ド
間
こ
箆
●
℃
．
8
σ
刈
℃
ご
噸
国
O
i
ド
G
O
哩
）

「
》
冒
夢
目
p
ぼ
9
1
〔
村
）
の
⑦
ナ
、
9
7
ρ
と
い
う
”
茶
有
地
に
於
て
、
＜
o
「
p
凱
。
箒
p
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

創
P
捧
江
犀
9
の
持
分
地
日
O
O
一
）
訓
諭
蹴
㌦
：
：
・
西
の
境
界
に
於
て
、
Q
e
π
p
彰
・

　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
り

げ
プ
P
い
費
葺
の
拙
質
分
地
湿
O
℃
魁
日
興
：
：
：
困
）
禽
三
篇
謀
村
の
東
の
境
鳳
劉
に

於
て
、
＜
”
ζ
q
プ
幽
遠
の
㎝
狩
分
r
地
⑩
O
一
）
餅
（
笥
・
・
：
：
・
〔
＜
P
智
9
村
の
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

甥
】
．
μ
β
り
昌
げ
プ
ニ
切
P
と
い
う
此
ハ
有
地
に
於
て
、
曲
辰
跳
切
げ
O
榊
巳
《
P
の
い
狩
分
地

δ
o
鼠
舞
」
（
ρ
唄
．
圃
・
も
・
戸
＄
一
r
b
。
込
。
一
切
朝
‘
）

（188）



　
④
　
こ
れ
ら
は
「
持
分
地
」
と
明
記
し
て
あ
る
も
の
の
一
例
で
あ
っ
て
、
｝
予

　
　
　
均
し
て
、
　
一
入
の
脇
目
分
地
の
大
い
さ
は
約
ド
O
O
H
）
罰
餌
蹴
〆
5
詳
p
と
な
る
．
、

⑥
①
　
＜
側
蘇
琶
召
王
朝
の
U
雲
島
。
髭
王
の
宰
絹
傘
器
塾
・
ぎ
駆
の
刻
文

　
　
　
に
、
被
の
祖
先
で
あ
る
婆
羅
門
も
e
O
影
筒
は
、
婆
羅
肥
門
霧
【
姓
の
妻
の

　
　
　
外
に
、
刹
帝
利
の
妻
を
も
ち
、
そ
の
後
衛
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。

　
　
　
（
〉
．
H
）
．
類
．
）
（
〉
旨
財
①
つ
一
’
q
自
惹
く
．
ノ
＜
o
箕
●
H
圓
ム
貯
●
＜
○
一
。
緊
．
ワ
駕
O

　
　
　
p
詳
幽
⇔
o
停
。
・
）

　
②
　
ソ
画
9
一
一
く
ρ
よ
り
起
っ
て
麟
“
旨
9
を
割
下
破
し
、
グ
プ
タ
朝
を
圧
罪
し
た

　
　
　
ノ
、
g
い
。
繕
甥
ρ
叫
舅
p
臣
の
槻
先
で
あ
る
婆
羅
門
舛
p
＜
祷
同
二
臨
は
刹
帝
利

　
　
　
の
　
婁
を
嬰
っ
て
い
る
。
（
卜
吟
　
困
）
●
　
’
臼
。
）
（
ρ
洲
・
回
こ
く
O
ザ
嗣
●
℃
．
H
㎝
口
●
）
。

　
③
頃
p
証
言
く
鍵
穿
§
9
時
代
の
ゆ
。
茜
己
王
ど
。
ぎ
致
｛
ぎ
の
祖
先
は
、

　
　
　
数
代
馬
剛
山
池
は
、
父
配
力
・
畳
｛
刀
共
に
婆
囲
維
門
で
あ
っ
た
が
、
億
の
父
は

　
　
　
圏
）
蹴
箪
賢
く
p
、
即
ち
婆
羅
門
の
父
と
首
陀
羅
の
母
と
の
間
に
生
れ
た
雑

　
　
　
種
姓
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
女
を
母
と
す
る
こ
の
王
は
、
r
p
導
螂
p

　
　
　
（
雑
種
姓
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
3
』
・
舜
）
（
¢
♂
図
く
●
℃
一
）
噂

　
　
　
c
o
Q
①
；
刈
・
＜
．
b
つ
”
◎
O
。
）

　
①
　
属
P
瞬
u
・
び
？
0
び
9
臨
け
P
の
回
覧
轟
賀
翻
潤
d
P
の
｝
岡
奪
い
は
、
何
、
匙
も
滋
｛
羅
証
書
糧

　
　
　
姓
で
あ
る
が
、
父
Ω
凱
需
p
ご
び
p
埠
篇
は
別
に
晶
溜
陀
羅
の
妻
を
持
ち
、

　
　
　
℃
9
1
旨
賢
〈
p
で
あ
る
二
入
の
子
を
儲
け
て
い
る
σ
へ
〉
●
囲
）
■
日
）
（
帥
ご
賦
．

　
　
　
や
も
Q
O
9
1
・
参
照
）
。

　
⑤
　
　
こ
れ
ら
は
、
血
統
を
露
ん
ず
る
王
完
又
は
官
僚
の
家
系
に
見
ら
れ
る

　
　
　
種
姓
の
混
濡
の
裏
’
例
で
あ
っ
て
、
以
て
一
…
蝦
の
そ
れ
の
一
層
「
甚
し
か

　
　
　
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑦
　
唯
一
つ
、
　
「
曲
炭
民
」
（
｝
自
轟
ヨ
μ
壬
圃
箒
）
そ
の
も
の
を
獣
議
与
し
た
よ
う
に
見

　
　
緩
ら
馳
易
い
一
例
が
存
す
る
．
．
即
ち
、
グ
プ
タ
時
㌦
代
に
｝
、
艶
謬
識
ご
由
晦
戴
卯

グ
プ
ぶ
朝
（
西
紀
四
…
八
世
紐
）
陶
・
漫
祉
金
の
一
考
娯
（
中
）
（
佐
藤
）

③⑨

の
ソ
唾
p
紫
『
ゆ
評
9
王
家
の
ψ
9
1
妻
戸
虫
け
p
（
轟
只
事
赫
似
・
薫
）
で
あ
っ
た
餓
召
7
闘
・

畠
置
図
μ
の
・
瓦
設
肩
に
、
「
b
粋
「
び
プ
μ
O
ゴ
9
1
門
P
村
に
於
け
る
農
民
（
開
ロ
艸
田
昌
び
鐸
μ
）

H
凄
。
底
・
ζ
・
ご
邑
身
p
〔
の
土
地
〕
を
、
灌
概
井
戸
（
〈
p
掌
）
と
共
に

〔
譲
阜
す
る
〕
」
（
］
野
囲
G
圏
・
唱
リ
ド
Q
Q
L
r
鱒
戸
一
b
⊃
蝉
）
。
と
あ
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
他
の
グ
プ
タ
文
書
に
、
「
〔
＜
乙
霧
村
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
ゆ
　
ゆ

於
け
る
〕
農
民
（
オ
£
ロ
彰
ご
留
山
）
囲
潔
O
巳
ハ
P
の
㎞
狩
分
地
（
℃
尻
舞
団
ρ
望
ρ
）
H
O
O

鵠
象
く
碧
貯
と
灘
瀧
井
戸
つ
画
∂
〔
を
譲
与
す
る
〕
（
P
ピ
ご
【
）
恥
O
ρ

罫
㌶
一
覧
O
●
）
と
あ
る
こ
と
よ
り
伽
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
筏
の
「
持
分

猷
旭
」
叉
は
「
土
地
し
の
瓢
㎎
が
省
・
階
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
關
μ
か
で

あ
っ
て
、
奴
隷
の
一
食
の
よ
う
に
、
人
身
的
に
譲
与
し
た
の
で
も
な
け

れ
ば
、
隷
農
の
場
合
の
よ
う
に
、
村
に
累
卵
巾
し
て
漁
譲
与
し
て
い
る
の
で

鴛
ゲ
縫
縮
ゲ
脇
露
慧
犠
齢
碗
欝
欝
馴

く
ま
で
も
上
級
所
有
権
（
徴
税
権
を
主
と
す
る
）
に
関
し
て
で
あ
る
。
　
（

法
顕
偲
（
佛
照
記
）

従
是
（
一
摩
頭
羅
）
以
南
1
（
中
略
）
一
食
戸
籍
・
官
法
、
唯
耕
王
地

者
、
乃
晶
鞍
地
利
、
歓
玄
便
去
、
獄
住
陣
幌
磁
。
（
足
立
氏
賄
醐
掲
触
目
六
八
｝
貝
）

碑
交
誉
ザ
乖
細
は
、
こ
の
用
例
を
多
く
疑
問
の
ま
ま
看
過
し
て
い
る
。
唯
、

教
人
が
之
に
油
意
し
て
い
る
が
、
適
切
な
解
釈
は
な
と
れ
て
い
な
い
．
、

例
え
ば
、
＜
．
＜
亀
ソ
朧
話
臨
氏
は
、
　
「
牝
牛
の
最
雑
の
績
牛
を
要
求
す

る
権
利
な
ら
ん
」
（
葦
囲
こ
図
霞
∴
）
．
寒
9
賢
・
メ
）
と
し
、
（
押
ゆ
巳
凱
。
【
博

士
は
、
　
「
王
の
官
吏
の
巡
回
の
為
に
、
輪
姦
で
離
心
を
提
供
す
る
義
務

な
ら
ん
」
（
¢
H
‘
同
・
｛
ソ
O
。
戸
⊆
Q
ら
9
・
）
と
し
て
い
る
が
、
滋
測
に
止
り
、

｝
蘇
る
に
足
ら
な
い
。

八
九
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oKvn　use．　“ P’his　i．s　clue　to　it．s　t’inttncial　stti）vort　aixl　the　other　villlages　se－
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ura，　once　tt　deserteu’1　n’ianor　of　tl・ie　Surni｝roshi　and　the　｝〈as“f，，ra　．Shrines

in　N．　rara，　．eniertsred　as　an　iniportant　dep6t　of　tl’ie　knigintly　class．　Thn．s

t｝ne　feuCial　relatlons　thae　htLd　been　exist’ed　between　the　t“ro　c：｛ties，　Nara

and　Sakal，　“rere　complety　reverseCl　witli　the　coniLmercia！　developi－nent

of　the　ltttter．　The　seconcl　step　to“tayd　its　sul）remacy　was　taken　durin．g

tlie　Onin　confiicts　that　followecl　the　ci，xril　xyars　of　the　1　anboku－cho　and

its　positlve　ptLrticlv：ttion　into　the　civil　life　of　1〈yoto　an（！　Nara　ep－

ableil　the　citizens　of　Sttkai　to　achieve　a　niLel！ow　ancl　cultaral　1il’e．　liii

this　article　1　ttiined　ttt　the　analyr，，is　of　the　inter－relations　betxveLan　tlLe

seゆeuritし1　contol　of　N乙しr撮md　the　c1としi鶴ofζhe　Port－to・vll　wh｛ch　w乙しs

to　einerge　as　a　p．　oitferful　city　of　fe”dtd　Jap［u｝．

　　　　　　　　The．　Social　Structurc’　itmc｛er　the　C」tipt’a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l）　y　n　ast＞r　（　｛　1．　〉，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝〈．　Sato

　　’1”he　rurttl　cointni．zvit｝r　of　tlie　〈．｝upta　era　was　coinposccl　of　soine　ten

・叫lsettleme・・亡・c1・ste・ed・・rαm・／1　a　c・・P｛．t・・1　vill・ge・1t・members

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈2）



xvere　o’f’　tl｝e　12／tn（：loxvT）ers　（laitun，ibln），　the　artiisans　（kt．trui〈c　1　，　the　v’i．11ains

（kttttmibi，1〈：．t）　and　the　dependents．　”rhe　lan．clowners，　tlie　p．iost’　iinport：／Lnt

actors　in　the　coinnikinal　life．　constitutedi　the　seve．ral　faniilies　clerive（！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

fgorirt　1：ke　stktne　；utnor　cl’．m．　1t　is　why　we　cttn　see　an　o！d　blkood　z’elation－

ship　st’ill　preserved　．ainon，cr，，　them．　”1’hey　’“rere　the　owners　of　the　lan（1

（pr抗頃γのin　t｝ユe　open　vllhge’field，批nd　Cult1vated　it・・rith　a

pair　of　spade　with　six　oxen　before　it　rlrhe　land　conE　isted　not　of　a

coinpact　property，　but　of　the　strips　interspersedi　tunonsr　t’hose　of　the

othcr　lttn（lowners．　［1”his　they　inher’itecl　froin　g，renertttion　to　sTei｝eratioi｝

with　other　sinall　pieces　of　land　in　ant’1　around　tiieir　settleinent．　”1’he

v＃．lains，　oi｝　the　contrary，，occttpiecl　sonie　！ands　oii　tlie　villasTe　boanclary

i｝vixich　enal）1ed　thein　to　live　an　independent　life　“ri．t’h　their　clependents．

1tvf．oreover　they　1｝eld　the　lanrjs　fropn　tho．　1：Lnclowners　and　the　r／1＞rahtnans

near　by．　：Vhe　struggle　bett，veen　the　kinq．r　and　tlie“　villaq．re　coinniuRity　st：ti’一

’tcd　’fron，i　tl｝e　concurrent　desire　to　conti’o！　these　tentLnts　an（1　the　vill：Lge

・boiiiid乙しyY，　and　led　to　the　gradu乙し1　grow亡h　tσtlユe　lancled　乙しr圭stocrLしcy・

（3）


